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研究ノート

ロ
ー
マ
人
に
よ
る
一
つ
の
論
争

(ce・
o-ω
い
岨
ゲ
己

古
代
ロ

1
マ
に
は
他
人
の
財
産
や
事
務
を
管
理
す
る
匂
8
2
g
gス
「
委
託

(
1
)
 

事
務
管
理
人
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
)
な
る
者
が
存
在
し
て
い
た
。
カ
!
ザ
l

(
2
V
 

の
概
説
書
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
者
で
あ
る
。

ノレ戸、=官

とふプ
』土ラ
、ウ

2 ト
，.ウ

人
ス

の
'-' r一、

信型
一-z g 
仔年
た頃

季語
£杢
ザフ 1凶院Z

て雪
比れ
絞る
的プ
古ロ
し、ク

時ラ
代 l
tこト

は
保
護
者
が
自
身
の
諸
事
務
を
委
ね
た
被
解
放
者
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。
共
和
政
の
比
較
的
早
い
と
き
か
ら
、
富
裕
な
人
々
は

l
指
導
的
な
公

職
者
や
の
ち
に
は
と
り
わ
け
皇
帝
も
全
部
に
つ
い
て
で
あ
れ
物
的
場
所

的
に
限
定
さ
れ
た
一
部
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
自
分
た
ち
の
財
産
の
管
理
の

た
め
に
一
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
を
利
用
し
た
(
言
。
口

(
4〉

O
Bロ
E
B
5
2
B
「
す
べ
て
の
財
産
の
プ
ロ
ク
ラ
!
ト
ル
」
〉
。
プ
戸
ク
ラ

ー
ト
ル
は
、
保
護
者
の
権
力
が
広
範
な
人
法
上
の
支
配
を
含
ん
で
い
た
限

り
に
お
い
て
、
本
人
仏
O
B
E
g
の
間
接
代
理
人
と
し
て
行
動
す
る
能
力

を
当
初
は
保
護
者
の
単
な
る
命
令
に
よ
っ
て
得
て
い
た
。
し
か
し
な
が

ら
被
解
放
者
が
自
立
化
し
、
人
々
が
生
来
自
白
人
を
も
プ
ロ
グ
ラ
i
ト
ル

に
任
命
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

本
人
は
債
権
法
上
1

当
初
は
事
務
管
理

ロ巾悶
O
H
Z
E
B
岡
町

2
5
に
も
と
づ
い
て
、
の
ち
に
は
委
任
白
血
ロ

E
Z
S
に

も
と
づ
い
て
|
拘
束
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
:
:
:
こ
れ
と
並
ん
で
、
共

和
政
の
比
較
的
早
く
か
ら
個
別
的
任
務
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
も
任
(
5
)
 

命
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
者
の
う
ち
、
訴
訟
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
が

古
典
期
に
属
す
る
こ
と
は
い
ず
れ
に
せ
よ
確
か
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ

の
他
の
諸
事
例
も
す
で
に
古
典
期
の
も
の
で
あ
ろ
う
(
い
わ
ゆ
る
官

2
・

〔

6
〉

ロロ

F
E
Z
-
「
一
個
の
事
務
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ

1
ト
ル
」
)
。
』

右
の
記
述
で
カ

l
ザ
ー
が
最
後
に
触
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
同
)Hon-
ロロ

--H・

に
つ
い
て
は
、
古
典
期
の
法
学
者
の
間
に
こ
れ
を
め
ぐ
る
論
争
が
あ
っ
た
と

〈

7
)

さ
れ
る
。
こ
れ
を
伝
え
る
史
料
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
次
の
一
文
で
あ
る
。

(
8〉

d
f・
0
・臼

w
u
L
L
3・白
L
E
r
g
B〉
可
H
o
g
g
g吋
担
H
g
g
z
-

0
5白山己
B
B
E
g
s
-
z巳
己
目
吋
巴

g
認

可

0
5日
同
門
ロ
ロ
2
F
5
5
2
-

g
g
E
〈
己
旬
。
門
出
口
口
昨
日
戸
HHUz--uo円
。
立

ω
g
F
B
一心

E
W
E
-∞
OZFLω5・

口
同
旬
。
自
由
UD口山口抽}』
r
s
i
n
oロ岡山吉
O
A
C国立
O
凹円ユ

r
F
ロ
。
ロ
ヲ
H
Z
E

ロ
ロ
古
田
同
色
自
由
ロ
《
同
国

Z
B

E
R
S
-
g
g
B
 
同》円。口己吋同一
[
O
吋。ロ
μ

の回
ω
。

凹
山
口
己
江
口

0
2
』
己
主

mHHY
』
E
2
5
間福岡円
m
B
D《H95
〈。

-
4
2
Z
F
2
4
0
-

巴
ロ
ロ
巴
己
目
白
)
m
H
r
z
E己
吉
田
口
田
口
⑦
勺

F
同)吋

C℃
門
広
岡
》
H
C
2同
臼
件
。
同
名
目
出

]-巳己吋・

2
仏
〈

2
2
m
g
t
u
E
H
H
H
A
=
o』
E
ガ

8
2
2
5
3
B
g印
O
G巳
包
・

己口白

B
5
B
E
Z回
目
U
・
「
と
こ
ろ
で
プ
ロ
グ
ラ

l
ト
ル
は
す
べ
て
の
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事
務
ま
た
は
一
個
の
事
務
に
つ
き
〔
本
人
の
〕
訴
に
お
い
て
ま
た
は
使
者

〔

9
〉

も
し
く
は
書
面
に
よ
っ
て
こ
れ
を
指
定
し
う
る
。
た
だ
し
ポ
ム
ポ
ニ
ウ
ス

(司
o日
匂
〉
の
書
第
二
十
四
巻
に
見
え
る
よ
う
に
、
何
人
か
の
者
は
一
個
の

事
務
の
み
の
委
任
を
引
き
受
け
る
者
は
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
で
は
な
い
と
考

え
、
例
え
ば
あ
る
物
ま
た
は
書
簡
の
送
達
ま
た
は
使
命
の
伝
達
を
引
き
受

け
た
者
は
厳
密
な
意
味
で
の
プ
戸
グ
ラ
l
ト
ル
で
は
な
い
と
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
一
個
の
事
務
に
つ
い
て
指
定
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
も
あ
る

(

m

)

(

日
)

と
す
る
の
が
よ
り
適
当
な
〔
見
解
〕
で
あ
る
。
」

(ロ)

本
法
文
は
同
UHon
・
5-・
円
・
の
基
本
法
文
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
筆

者
は
、

ωそ
こ
で
の
論
争
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
背
景
を
持
つ
も
の
で
あ
っ

た
の
か
、
凶
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
論
争
は
ロ

l
マ
法
学
ひ
い
て
は
今
日
の
法

学
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
有
し
う
る
の
か
、
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し

ローマ法学の方法について

た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
ま
ず
川
の
点
に
多
少
と
も
言
及
し
て
い
る
比
較
的

最
近
の
学
説
を
簡
単
に
紹
介
し
つ

C
、
次
に
本
法
文
以
外
の
官
on・
5-・『・

関
連
法
文
を
紹
介
し
て
つ
己
、
こ
れ
ら
に
若
干
の
検
討
を
加
え
(
四
)
、
最

後
に
削
の
点
に
簡
単
に
触
れ
て
み
る
こ
と
に
す
る
(
五
)
。

最
近
の
学
説

)
 

唱

irs
、
ワ
ト
ソ
ン

〈
川
円
以

諸
法
文
の
「
修
正
」
を
主
張
し
て
胃
2
・
ロ
巳
-
H
-

の
古
典
性
(
信
湿
性
)

(
刊
日
)

を
否
定
し
た
ア
ル
ベ
ル
タ
リ
オ
に
対
し
、

ワ
ト
ソ
ン
は
個
々
の
法
文
の
再
検

討
を
通
じ
て
こ
れ
に
反
論
を
加
え
、
言
。
ロ
・
ロ
ロ
「
同
・
が
古
典
期
の
も
の
で

(
日
山
)

あ
る
と
主
張
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、

-UHOロ
-
z
a
H・
は
ユ
リ
ア
ヌ
ス
〈
阿
己
〉

〈

U
V

以
前
に
認
め
ら
れ
て
い
た
官

2
・
包
-
=
・
か
ら
の
類
推
に
よ
っ
て
成
立
し
た

(
問
問
〉

(

m
印
〉

も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
期
は
パ
ウ
ル
ス

(
E一
三
)
よ
り
も
前
で
あ
る
。
そ

し
て

dq-
ロ-
u
w
臼

-
Y
H
に
お
け
る
論
争
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
同
UHon-

ロ
巳
・
同
-
と
本
人
の
聞
の
内
部
関
係
(
事
務
管
理
か
委
任
か
)
を
め
ぐ
る
も

の
と
解
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
す
な
わ
ち
、
論
争
を
伝
え
る
ポ
ム
ポ
ユ

ウ
ス
(
司
O
B司
む
の
項
に
は
な
お
言
。

n
R己
目
。
と
委
任

g
g仏
国

Z
g
と

の
融
合
は
始
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
言
。
口
・
と
本
人
の
間
の
訴
訟

に
委
任
訴
権

2
Z
O
B
E
E
C
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
が
争
わ
れ
た
の
か
も

(
初
)

し
れ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

(2) 

ベ
l
レ
ン
ツ

ベ
l
レ
ン
ツ
は
、
プ
ロ
グ
ラ

1
ト
ル
を
専
ら
社
会
的
実
体
と
し
て
捉
え
た

(

包

〉

(

刊

品

〉

シ
ュ
ロ
ス
マ
ン
に
反
対
し
て
、
こ
れ
を
確
固
た
る
法
制
度
と
し
て
理
解
す
ベ

(
お
)

き
こ
と
を
主
張
す
る
。
彼
は
ロ

I
マ
法
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
に
は
こ

つ
の
法
類
型
が
あ
っ
た
と
し
、

y
o
n
-
口
三
・
円
・
も
そ
の
一
方
の
類
型
の
中
に

北法33(3・327)915 



研究ノート

位
置
づ
け
て
い
る
。
二
つ
の
類
型
と
は
仲
間
肖

2
・
0
B
E
Z
B
E
E
E
(
こ
れ

は
「
法
律
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
i
ト
ル
」
で
あ
る
〉
と

ω富田口《
rah-srEl

g
g司
(
「
委
任
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
」
)
で
あ
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
例

(
M
)
 

は
共
和
政
後
期
以
降
種
々
の
理
由
で
ロ

l
マ
合
不
在
に
す
る
者
の
た
め
に
法

〈

お

)

(

叩

山

)

律
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
制
度
で
あ
っ
て
、
本
人
と
の
訴
訟
は
事
務
管
理
訴

(
幻
)

権
に
よ
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
刷
は
、
共
和
政
中
頃
ま
で
の
経
済
一
発
展
に

よ
り
量
的
地
理
的
に
拡
大
し
た
財
産
の
管
理
の
た
め
に
、
本
人
の
委
-
仕
に
よ

っ
て
任
命
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
本
人
と
の
訴
訟
は
委
任
訴
権
に
よ
っ
て
い

た
。
こ
の
川
仰
は
、
当
初
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
事
務
処
理
権
限
を
幼
か
ら

の
類
推
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
こ
と
で
法
形
象
児

2
Z由
民
四
日
と
し
て
の
成

〈

m
U
)

立
を
み
た
と
い
う
。

ベ
1
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
官
。
口
口
口
一
-

H
・
は
仙
仰
の
一
種
で
あ
る
が
、
仙
仰
の

成
立
が
川
円
か
ら
の
類
推
に
よ
っ
た
と
い
う
右
の
事
情
の
結
果
、
当
初
刷
は
一

(
初
)

定
の
諸
事
務
も
し
く
は
全
部
の
事
務
合
2
Z
E
R
O
Bロ
5
5悶
C
A
r
じ
の

た
め
に
し
か
任
命
さ
れ
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
官
2
-
z
E・
同
・
す
な
わ

ち
一
個
の
事
務
の
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
は
、
法
学
者
の
強
い
反
対
を
受
け
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
伝
え
て
い
る
の
が

d
f
u
-
ω
-
u
L
L

(
幻
)
(
犯
)

で
あ
る
と
す
る
。

(3) 

ザ
イ
ラ

l

言
。
n
・
O
B口-
H

・
に
つ
い
て
は
ワ
ト
ソ
ン
と
理
解
を
同
じ
く
し
な
が
ら

(
お
)
も
、
ザ
イ
ラ
!
は
司
円
。
口
・
口
三
吋
に
つ
い
て
、

そ
れ
は
単
な
る
受
任
者
が

「
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
」
の
概
念
に
包
含
さ
れ
た
結
果
と
し
て
生
じ
た
も
の
で

〔

日

持

)

あ
る
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

-MHon-CBE-H-
や

官

on-
色
町
円
・
が
一
定
の

固
有
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
に
対
し
、
受
任
者
と

区
別
し
う
る
独
立
の
機
能
を
ヌ

2
・
5H・
H
-

の
中
に
見
い
出
す
こ
と
は
で
き

(

お

)

な
い
。
そ
の
理
由
は
、

Y
2・
5
M戸
時
固
と
は
プ
ロ
グ
一
フ

l
ト
ル
に
関
す
る
告

示
を
受
任
者
に
も
適
用
し
よ
う
と
し
た
い
く
つ
か
の
事
案
の
中
か
ら
の
ち
に

(
お
)

形
成
さ
れ
た
単
な
る
総
称
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ロ
ザ
・
り
・

タ

ωL-H
に
つ
い
て
は
、
ポ
ム
ポ
ニ
ウ
ス

(MVOB匂
)
が
告
示
の
拡
大
適
用

を
め
ぐ
る
法
学
者
の
議
論
を
伝
え
、
こ
れ
に
対
し
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス

(
C
Z・)

は
そ
の
よ
う
な
議
論
を
経
た
の
ち
形
成
さ
れ
た

y
o
n
-
己
ロ
「
円
・
と
「
使
者
」

(
釘
)

と
の
区
別
を
論
じ
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
。

(4) 

ア
ン
ジ
エ
リ
l

ア
ン
ジ
エ
リ
l
ニ
は
、
ア
ル
ベ
ル
タ
リ
オ
と
ワ
ト
ソ
ン
の
見
解
(
註
日
)

(
お
)

の
調
和
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
同
》
H
o
n
-
Z
巳
・
司
・
の
検
討
を
す
す
め
る
。
彼
の

北法33(3・328)916 



見
解
の
特
徴
は
、
従
来
官

2
・
z
E・
戸
に
関
す
る
も
の
と
し
て
一
括
し
て
扱

わ
れ
て
き
た
法
文
を
、
川
「
修
正
」
さ
れ
た
法
文
、

ω
同U
B口-
C
口
町
円
で
は

な
く

Y
o
n
E
E・
に
関
す
る
法
文
、
側
委
任
さ
れ
た
プ
ロ
ク
ラ
i
ト
ル

に
つ
い
て
の
法
文
、
の
一
一
一
類
型
に
再
構
成
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
彼
〔
ぬ
)

に
よ
れ
ば
印
刷
の
法
文
は
直
接
買

2
・
ED--H・
を
扱
う
も
の
で
は
な
く
、

こ
れ
を
扱
う
巴
匂

-
u
u
-
u
L
L
は
川
の
法
文
で
あ
っ
て
官

2
・

5
「円・

(ω) 

な
る
も
の
は
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
が
創
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ

し
て
、

ds・
o-ω
いい
L
は
本
来
は
同
M
g
n
-
E
F
-
に
関
す
る
も
の
で
あ

(
H
U
)
 

り
、
告
示
解
釈
に
際
し
て
の
そ
こ
で
の
論
争
は
、
訴
権
消
耗
の
効
果
と
の
関

連
で
、
単
な
る
「
受
任
者
」
を
も
プ
ロ
グ
ラ

I
ト
ル
と
呼
ぶ
べ
き
か
否
か
と

(
州
出
〉

い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。

官
。
口
・

girH・
関
連
法
文

ローマ法学の方法について

次
に
諸
学
者
に
よ
っ
て

Y
R
E
E
同
・
関
連
法
文
と
し
て
引
用
さ
れ
る
個

々
の
法
文
を
紹
介
す
る
。
法
文
①
J
⑨
は
、
ワ
ト
ソ
ン
(
お
よ
び
ザ
イ
ラ

(
M
M
)
 

l
)
が
挙
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

①

c
f・
0
・
ω
-
u
u
y
H
〔
本
法
文
は
(
一
)
で
す
で
に
紹
介
済
み
)

@
c
-句・
0
・
H叶
-
Y
H
N噌
叶
(
出
・
包

E
E
c
g〉
円

UO口片岡田ユ
o
E
E
n
F
O

。阿唱

2
2
5
5
S巳
自
由
主
伊
丹
戸
田

2
2
8
2
E
P同
一
三
宮
S
A
E
-
5
2
5

2
-
同
色
信
回
目

5
-
u
B
E
H白己
0
5
B
E汚
名
目

E
E
「
委
任
を
引
き
受
け
た

者
は
、
反
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
る
。
た
と
え
ば
、
諸
事
務
の
あ
る
い
は
一

個
の
事
務
の
管
理
を
引
き
受
け
た
者
で
あ
る
。
」

レ
l
ネ
ル
に
よ
れ
ば

L
m
F
5
-
5
官

0
2
g己
02
の
内
容
は
「
保
証
」
で

あ
り
、
本
法
文
で
は
保
証
人
の
側
か
ら
す
る
求
償
の
た
め
の
訴
訟
が
扱
わ
れ

(
必
)

て
い
る
と
い
う
。
ア
ン
ジ
ェ
リ

l
ニ
は
、
本
法
文
が

(
何
日
)

す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

噌

Hon-
包

-
F
・
に
関

③

巴

唱

。

-NHUH-8・
印
公
-
E
E
r
z
g
同町内】己

Z
g
n
E
E
-
-
z
g
)

同M
8
2
2
S叫
山
由
民
門
同
国
s
t
o
-ロ
ゲ
世
口
出
口
己
0
5
日明白《
H
2
2
2
5
宮
D
l

2
g
g
z
g
E口
市
己
目
白

nnGHEι
ロ
自
由
一
円
二
日

Oロ
』

E
B
-
-
r巾f
由
主

n
E
H
Z
E
Z
H明
白
口
巾
問
。
江
由
白
口
同
氏
』
古
田
口

5
・
同
)
き
宮
町
H
a
z
o
ι
ι
2
2
2由

同国

2
5出
回
F
g
g
g
g
g
g
H・
「
こ
の
訴
権
に
お
い
て
プ
ロ
グ
ラ
l
ト

ル
へ
の
吾
一
一
口
及
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
ネ
ラ
チ
ウ
ス

(
Z
R
-
U
は
、
こ

こ
で
〔
い
う
〕
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
と
は
、
誰
で
も
よ
い
の
で
は
な
く
、
全

部
の
事
務
を
委
任
さ
れ
た
者
あ
る
い
は
〔
奴
隷
の
状
態
の
〕
悪
化
を
招
い

た
よ
う
な
こ
と
を
委
任
さ
れ
た
者
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
よ

本
法
文
中
の
「
こ
の
訴
権
」
と
は
、
売
主
の
照
疲
担
保
責
任
追
及
の
た
め

に
買
主
に
与
え
ら
れ
る
「
解
除
訴
権
白
口
氏
。
同
町
昏
F
C
2
2」
の
こ
と
で
あ
り
、

北法33(3・329)917 
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こ
れ
を
規
定
す
る
高
等
按
察
官
告
示
は
以
下
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

c
r
u
-
O
N
Y
H
・
H
-
H
2
・同門
-
E
5
2自
由
主
ニ

Z
E

〉
三
口
同
白
色
己

2
1
C
E
S
E
n
-目
U
5
5ロ
ιロ
E
n
R己
0
5田
町
白
色
自
民
巾

HHMl

ロロコ
HZZHHM)

同

E
B
P
吉
正

B
R
z
t
E
2
2
x
g
m一昨日告
u
p
m
正
42由
。

円

5
2

岳

ロ

O
H
2
0
8
F
Z
ω
ロD
ロ
巴
円

Hi---丘
A己正

2
2
5
唱
。
凹
門
〈
自
伝
I

巴
O
ロ
冊
目
可
白
血

切

5
2
2
5ユ
宮
町
内
山
口
田
町
田
口

Z
B
R
H
F・-
i
E
E
O
Bロ
U
H
a
t
z巳・

「
按
察
官
は
言
う
い
奴
隷
ど
も
を
売
る
者
は
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
に
い
か

な
る
病
気
ま
た
は
欠
陥
が
あ
る
の
か
、
ど
れ
が
逃
亡
者
ま
た
は
浮
浪
者
で

あ
る
の
か
、
ま
た
は
加
害
の
賠
償
が
未
済
で
あ
る
の
か
を
買
主
に
知
ら
せ

る
べ
き
で
あ
る
。
:
;
:
し
か
し
、
も
し
売
却
お
よ
び
引
渡
の
後
に
買
主

(
必
)

〔
あ
る
い
は
〕
買
主
の
家
族
も
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
の
行
為
に
よ
っ

て
〔
奴
隷
の
状
態
が
〕
悪
化
し
た
と
き
は
・
:
:
〔
買
主
は
〕
こ
れ
ら
す
べ

ハ
円
引
)

て
を
原
状
に
復
す
べ
き
で
あ
る
。
」

法
文
③
の
内
容
が
右
に
伝
え
ら
れ
る
告
示
に
含
ま
れ
る
も

5
2
H
m
g円
公

の
解
釈
で
あ
る
こ
と
は
、
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ザ
イ
ラ
ー
は
本
注
文
を

〔

川

崎

)

も
っ
て
自
説
の
主
要
な
根
拠
と
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
す
で
に
ミ
ッ

ハ
品
開
)

タ
イ
ス
に
よ
っ
て
も
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
ワ
ト
ソ
ン
も
、
本
法
文
は
ネ
ラ
チ

ウ
ス

(
Z
2・
)
が
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
の
概
念
を
例
外
的
に
拡
大
し
た
こ
と
を

(

間

叫

〉

〈

日

)

伝
え
て
い
る
と
す
る
。
ベ

1
レ
ン
ツ
は
ロ
Oロ
A
5
B
E出
件
以
下
を
修
正
さ
れ

た
も
の
と
し
(
彼
は
、
奴
隷
を
傷
つ
け
、
こ
れ
に
害
を
与
え
る
よ
う
な
こ
と
を

委
任
す
る
と
い
う
の
は
実
際
的
で
は
な
い
と
い
う
可
ネ
ラ
チ
ウ
ス

(
Z
R
)

が
本
来
は
ベ

l
レ
ン
ツ
の
い
う
糾
型
の
プ
ロ
グ
ラ

l
ト
ル
を
扱
っ
て
い
た
と

(
臼
)

考
え
る
。
ア
ン
ジ
エ
リ
l
ニ
は
こ
れ
を
委
任
を
受
け
た
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
に

(
日
)

関
す
る
法
文
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。

③

d
q
同

)
-
A
8・ω
-
H
N官
-
Q
O
白
色
目
白

r
E
C
B
)
〈

2
0
司

3
2
g
gユ

円
。
口
同

o
m
o
-
-
E
H・
5
2目

2
5
5
2ロ
qmHO
仏

oro自
己
凹

2
p
n
E日

自
由
ロ
念
苫
宮
市
2
4
m
]
名
2
2宮町円

Z
-
2
H
O
Sロ
2
5
5
m
2
Z
E
B

〈
口
叶
〉

邑
5
2
5
5
2
0
B
E合
仲
間
作
曲
?
「
真
正
な
プ
ロ
グ
ラ

1
ト
ル
に
対
し
て

は
正
当
に
弁
済
が
な
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
我
々
は
、
特
別
に
委
任
さ
れ
た

者
あ
る
い
は
全
部
の
事
務
の
管
理
を
委
任
さ
れ
か
却
を
プ
ロ
ク
ラ

1
ト
ル

と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」

債
権
者
本
人
以
外
で
弁
済
を
受
領
す
る
権
限
を
持
つ
者
と
し
て
、
債
権
者

か
ら
受
領
の
た
め
に
授
権
さ
れ
た
者
、
と
り
わ
け
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
が
挙
げ

(
白
川
〉

ら
れ
る
。
本
法
文
で
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
プ
ロ
ク
ラ

1
ト
ル
の
概
念

(
門
別
〉

の
解
釈
で
あ
る
。

⑤
ピ
ダ
・
ロ
・
怠
・
叶
u
u
w
M
(
3・
主

E
r
g
E
)
司

8
2
5
5
2
5
2
5

Bnn-司
町
同
市
己
町
寸
町

B
Z♂
2
-
呂
宮
内
民
主
ロ

B
g
f
m
F〈
伺
『
巳
己
目
同
町
同
窓
口

Z
B
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(
悦
)

2
g
g円
丘
三
「
プ
ロ
ク
ラ

1
ト
ル
が
請
求
し
た
〔
宣
誓
〕
も
有
効
と
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
も
し
彼
が
、
全
部
の
財
産
の
管
理
念
行
う

場
合
、
あ
る
い
は
明
示
し
て
委
任
さ
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
自
身
の
問
題

(
侃
)

の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ

1
ト
ル
ハ
司

8
2円巳
2
5
5
5
帥
戸
山
田
)
で
あ
る

場
合
で
あ
る
。
」

(
白
山
)

ア
ン
ジ
エ
リ

l
ニ
は
本
法
文
も
官
。
口
・
主
主
・
関
連
法
文
で
あ
る
と
し
、

ミ
ッ
タ
イ
ス
は
法
文
①
③
⑤
と
と
も
に
こ
の
法
文
が
。
フ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
の
概

(
問
山
)

念
の
拡
大
を
示
し
て
い
る
と
す
る
。

③

E
z
-
-
0・
F
N・
2
・叶

(ω
日
・
包

E
5
2自
)
列

2
5
5
8
8三
m
g
z

2
5自
句
白
血

-5凹旬。回目
E
B己申

U
2
E
g
丘
三
己
目
白
血
同
日
】

5
2
5
H
O
Z
B

AEDAZO
勺

D凹曲。『町
E
E
t印
HO
田
o
n
-
2
2
r
E
L
E
H
H
E
B
p
u
o
o
ι
5
Z自

己

f
n
c
F
O
Bロ
z
s
r
oロ
0
2吉
田
ι
5
5
2
ロ
g
F
0
8ロ
n
g
g
m
2・
曲
ロ
払
叩

8
・
2
F
r
o口
志
望
日
ロ
D
5
5陪
同
町
民
自
白
ロ

E
g
g
m田
デ
丘
円
四

g
g
z
p
g

5
3
H
U
2
5
2
g
ρ
ロ
m
H
o
n
Z
H
g
z
t
2
5
4
宮
a

g
同

Z
江
口
由
巳
田
-

mp
句

5
7
5
5
5
2
B
ι
o
g
5
5
8
2
5宮
内

同

同

S
S
E
R
-
「
我
々

は
、
他
人
を
通
じ
て
も
組
合
を
解
散
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ

ゆ
え
プ
ロ
グ
ラ
!
ト
ル
も
組
合
を
解
散
し
う
る
と
い
わ
れ
た
。
し
か
し
、

す
べ
て
の
財
産
の
管
理
を
認
め
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
い
わ
れ
た
の
か
、
そ

れ
と
も
そ
の
こ
と
自
体
を
明
示
し
て
委
任
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
い
わ
れ
た

の
か
、
そ
れ
と
も
ま
た
い
ず
れ
の
者
に
よ
っ
て
も
正
当
に
解
散
が
な
さ
れ

る
の
か
、
を
考
え
て
み
よ
う
。
本
人
が
と
く
に
そ
の
者
に
よ
る
解
散
を
禁

じ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
最
後
の
場
合
が
よ
り
適
切
で
あ
る
。
」

ア
ン
ジ
エ
リ

l
ニ
は

「
そ
の
こ
と
自
体
を
明
示
し
て
委
任
さ
れ
た
者
」

と
い
っ
て
も
、
委
任
に
よ
っ
て
新
た
に
〔
喝
さ
口
・
ロ
巳
・
円
と
し
て
〕
任
命
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
任
命
さ
れ
て
い
た
プ
ロ
ク
ラ
l
ト
ル
に
つ
き
特

(
印
叩
〉

別
の
委
任
の
要
不
要
が
論
じ
ら
れ
た
の
だ
と
す
る
。

③
阿
川

ω・
y
u
-
M
回以円

0
2
g
g
H
恒
三
包
吉
司
自
白
三
包
。

B
5
5
m
o
l

2
5
H
H
E同
白
色
匂

2
5
E
ロ
品

o
E
E円
白
色
同
町
印
主

B
E
E
Sロ
念
日

E
Z円
・
「
プ
ロ
ク
ラ
l
ト
ル
は
、
あ
る
い
は
訴
訟
の
た
め
に
、
あ
る
い
は

す
べ
て
の
事
務
も
し
く
は
一
部
の
事
務
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
財
産
の
管

(ω〉

理
の
た
め
に
指
定
さ
れ
る
o
」

⑬
〉
2

0・
鳥
"
M
・
E
-
印
(
∞
・
』

5
2
H
F
Oロ
ロ
ヨ

)
:
:
J
2
A
E常
B
r
o
n

白
自
由
)
】
古
田
』
己
曲
目
宮
田
己
目
)
巾
巳

0
1
r己国

g
己
田
呂
田
町
円
〈
印
ロ

L
Z
E
W
E・
2
5
B包

括
ロ

2
2
2
p
p
。
三

8
H
E
B
Y
O
B
2
2岡
市
同
色
白
血
ロ

ι伊〈相同
F
F
P同冊目

。印印。‘

ロ
F
E
-
o
g
E
E
g
g
g

nom陣
門
戸
同
門

丸田
B
ロ
ロ
ヨ

円山町

nH色町一『町

E
2
5
H
B
O
m
E
B
宮
2
5白
8
5
5
巳
-mm印
Hm
ロ。ロ

P
2
8
田
町
田
島

ι曲
目
ロ
ロ
自
唱
曲
目
目
白

E
g
w
回
一
三
宮
曲
目
門
E
Z
E
E
-ロ
明
ロ
凹
円
市
立

2
2口
:

「
・
:
。
実
際
ま
た
、
こ
こ
で
は
先
の
場
合
に
お
け
る
以
上
に
次
の
こ
と
が
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考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
特
定
の
奴
隷
の
購
入
を
委
任

し
た
者
は
、
た
と
え
〔
そ
の
奴
隷
が
〕
盗
人
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
く
と

も
、
損
害
の
填
補
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
プ
ロ
グ
ラ

ー
ト
ル
は
、
も
し
自
分
が
委
任
を
引
き
受
け
な
か
っ
た
な
ら
ば
損
害
を
被

る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
全
く
正
当
に
も
主
張
し
う

る
か
ら
で
あ
る
。
:
・
:
」

ワ
ト
ソ
ン
は
、
あ
る
者
が
特
定
の
奴
隷
の
購
入
を
委
任
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
そ
の
者
が
プ
ロ
グ
ラ
i
ト
ル
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
と
を
組
合
わ
せ
て
、

(
河
)

言
。

n
-
Cロ
ケ
同
・
の
存
在
を
推
測
し
て
い
る
。

⑬
富
良
ロ
m
-
-
0・
8
L
L少
H
(
5・
任
問

2
5
2
B
Y
-
-凹
E
2
s
r
2
?

佳
押
印
ユ
自
己
己
自
ヨ

g
p
m
z
g
i押
印
ロ
円
。

H
P口
伝
的
『
E
2
5
司市町内。司

F

E
E
-
g
ロ
D
E
5
0
-
v
g
g
g同

2
・

n
z
F
T
R
E
F丹
田

回

目

)
2
E
L
2
2
B
B
1

2
2
E
Z
-
E
g
g
f
m一
口
Oロ
弓
件
。

R
g
a
H
B
2
P
2
E
n
o同
』

E
S

ローマ法学の方法について

回
z
o
u
m『ご
UZ}C
同
白
司
巴
め
円
白
〈
-
円
ロ
c-町田
ι。
〈
叩
同
ロ
ロ
門
-C
〈
町
-
-
ロ
円
。
四
四
=ι-∞

同
2
2
M
r
s
-ロ
2
5官
一
件
。
間
福
岡
田
g
H
H
M
2
2』己己
5
0円
三
田
]
円
2
2
P
E

回一

n
E
M
2
-
B喝匂『
0
2
5
8
3
E
S
S
E
E
-
-
:
「
:
:
・
。
し
か
し
な
が

ら
〔
相
続
人
が
〕
相
続
財
産
中
の
金
銭
を
利
子
付
き
で
貸
し
、
あ
る
い
は

土
地
か
ら
果
実
を
得
た
と
き
は
、
も
し
遅
滞
が
生
じ
て
い
な
け
れ
ば
、
相

続
財
産
を
遺
贈
さ
れ
た
者
に
対
し
て
そ
の
こ
と
の
た
め
に
何
ら
か
の
も
の

を
給
付
す
る
〔
必
要
は
〕
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
理
由
は
、
〔
相
続
人
が
〕

自
己
の
危
険
に
お
い
て
利
子
つ
き
で
金
を
貸
し
、
土
地
を
耕
し
、
果
実
の

収
取
に
労
力
を
費
し
た
か
ら
で
あ
る
。

〔
相
続
人
が
〕
他
の
者
の
プ
ロ
グ

ラ
I
ト
ル
に
任
命
さ
れ
る
と
私
は
言
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
が

l
の
は

公
平
に
反
す
る
の
で
あ
る
。
:
:
:
」

カ

l
ザ
ー
は
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
一
節
(
註
6
該
当
本
文
)
の
註
で
法
文

(
礼
)

①
③
と
と
も
に
、
本
法
文
を
挙
げ
て
い
る
。

⑫
同
よ
℃

0
・

z・
ω・呂田
UH・
Q
・
3
田
宮
口

8
2
B
)
Hロ
2
g
-
雪
山
自
己
口
町

田円
n
S芯
ロ
仏
佐
官
山
門
戸
H
E佐
官
。
ロ
ロ
吋
担
円
。
同
町
ヨ
司
『
同
巾
司
白
日
三

F
E
-
-
F目
白
L
m
M
m
i

E目
L
E
E
-ロ白押ご
Oユ陪
mwLωr-E門
田
口
丘
。
二
ぢ

OL
曲目

A
Z
m
w
p丘四ロ【山口
HHH

2F同
2
丘
四
V
H
o
g
g
H
D吋
明
。
-JZロ
仏
。
叩

FF
』
C
F
z
f
c
}白
ロ
江
古
川
町

M
g
u
s

司
S
E
E
-
「
消
費
貸
借
の
金
銭
を
受
け
取
る
た
め
に
プ
ロ
グ
ラ

I
ト
ル

を
任
命
し
た
者
を
相
手
方
と
し
て
、
支
配
人
訴
権
に
倣
っ
た
準
訴
権
が
与

え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
要
約
者
に
対
し
て
金
銭
を
諾
約
し
た
プ
ロ
ク
ラ

ー
ト
ル
が
支
払
能
力
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
同
様
の
こ
と
が
な
さ
れ
る
ベ

き
で
あ
る
。
」

吉
野
教
授
は
「
特
別
な
個
別
的
行
為
へ
の
プ
ロ
グ
ラ

i
ト
ル
」
の
任
命
の

(η) 

一
例
と
し
て
こ
の
法
文
を
挙
げ
る
o
d
f・
ロ

-u-ω-YH
と
明
示
的
に
関
連

お
そ
ら
く
は
本
法
文
を
胃

2
・

5F
円
・
の
一

さ
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
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(は〉

例
と
解
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑬

。
-
N
L
N
-
H
C
(
旧日吋白・

ι・
)
巴
言
。

2
3
8円
白
色
ロ
ロ
白
自
宅
一
山
口
広
B

2
5
吾
5
5
0岳口
E
g
g
g念
己
品
5
8
5
2
f
E
』

EO仏
間
巾
田
由
工

ロ
ロ
ロ
ロ
ヨ

ιo白山口
O
同)
5
0
2
E
2
z
g
p
n
m円。司
O
Z
F
A
E
O《同国
-
1
0口白白

旬。同冊目

g
z
g
白

m
g門出

zr己
F
R
B
E
E
g
g
g
H
m凹
円
山
口
全
ロ
Cロ

。司
0
3
m
Y
E
S
-
氏
門
戸
巳

ι
同

g
z
L
O
〈

m-ιc-C町四=二日Oロ
〈

m
H
H
M
門
町
2
5

B
2
2戸
伝
丘

O
E
B
ロ
Oロ
HUHOEσ22
「
も
し
一
個
の
事
件
の
た
め
に

任
命
さ
れ
た
プ
ロ
ク
ラ

I
ト
ル
が
委
任
事
務
〔
の
範
囲
〕
を
逸
脱
し
た
と

き
は
、
彼
の
行
為
は
本
人
に
何
ら
の
不
利
益
も
及
ぼ
し
え
な
い
。
し
か
し

も
し
彼
が
行
為
の
完
全
な
権
限
を
有
し
て
い
た
と
き
は
、
判
決
は
取
り
消

さ
れ
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
も
し
誰
か
が
〔
君
を
〕
欺
い
て
悪
意
で
行

う
と
き
に
は
、
君
は
彼
を
通
常
の
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
る
こ
と
を
妨
げ
ら

本れ
法な
文い
をか
挙ら
げで
るあ
のる
は己

ツ

1ン

'" 
ノレ

で
あ
売元

四

若
干
の
検
討

以
上
、

C
8・ロ・

ω
"
ω
u
y
H
お
よ
び
同
〉
H
o
n
-
E
=・
同
・
に
つ
い
て
の
比
較

的
最
近
の
い
く
つ
か
の
学
説
と
、
同
)
H
o
n
-
E
F
吋
関
連
法
文
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
諸
法
文
と
を
紹
介
し
て
き
た
。
本
章
で
こ
れ
ら
に
簡
単
な
整
理
を
加
え

て
お
き
た
い
。

法
文
①

t
⑩
に
つ
い
て
ア
ル
ベ
ル
タ
リ
オ
が
主
張
し
た
「
修
正
」
の
存
在

は
、
ワ
ト
ソ
ン
に
よ
る
ロ

l

マ
の
法
学
者
別
・
著
作
別
の
吟
味
ハ
註
日
〉
や
、

言
。
2
g江
D

と
委
任
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
考
察
(
註
却
)
の
結
果
、
今
日
で

(
祁
〉

は
も
は
や
承
認
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の

法
文
の
古
典
性
(
信
慾
性
〉
が
認
め
ら
れ
て
も
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
明
確
な

官
。
口
・
ロ
巳
-

H

像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の

は
、
全
一
)
で
挙
げ
た
諸
法
文
は
、
川
と
く
に
告
示
中
の
も
5
2
5
8
H
Z
の

解
釈
に
関
す
る
も
の
(
①
(
後
述
本
文
参
照
)
、
③
、
⑥
)
、
出
プ
ロ
ク
ラ
l
ト

ル
の
概
念
を
問
題
と
し
て
い
る
も
の
(
②
ハ
た
だ
し
註
必
対
応
本
文
〉
、
③
、

⑧
、
⑨
)
、
脳
同
)Hon
邑
】
伊
丹
・
と
の
区
別
が
困
難
な
も
の
(
⑤
、
⑦
、
⑬
)
、

制
実
質
的
に
一
個
の
事
務
の
た
め
に
任
命
さ
れ
た
プ
ロ
ク
ラ
l
ト
ル
を
扱
つ

て
い
る
も
の
(
⑫
)
、
州
問
)Hon-ZH回目
-H-
の
存
在
を
暗
示
す
る
に
と
ど
ま
る

も
の
(
⑮
、
⑬
〉
な
ど
に
分
類
し
う
る
ほ
ど
に
種
々
の
内
容
を
含
ん
で
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
〔
匂
H
S
E
E
-
と
並
ぶ
〕
統
一
的
な
同
)Hon-

EF-H・
像
を
想
定
し
て
こ
れ
と
の
関
連
か
ら
①
に
お
け
る
論
争
の
意
味
を
理

解
す
る
こ
と
の
示
唆
(
ワ
ト
ソ
ン
)
は
、
有
益
な
も
の
と
は
恩
わ
れ
な
い
。

ベ
l
レ
ン
ツ
は
、
①
に
お
け
る
論
争
の
意
味
を
彼
の
考
え
る
ニ
伺
の
プ
ロ

北法33(3・334)922 



グ
ラ
l
ト
ル
類
型
の
成
立
事
情
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼

の
理
解
の
前
提
た
る
こ
個
の
プ
ロ
ク
ラ

l
ト
ル
類
型
は
他
の
学
者
の
積
極
的

〈
叩
山
)

承
認
を
得
て
い
な
い
た
め
、
直
ち
に
こ
れ
に
賛
成
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

ザ
イ
ラ
ー
は
、
官
D

口
・
ロ
ロ
「
同
・
な
る
概
念
の
形
成
過
程
を
法
文
③
を
例
と

し
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
彼
が
自
ら

引
用
し
て
い
る
そ
の
他
の
法
文
(
②
、
④
l
⑨
)
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る

の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
①
の
論
争
の
意
味
に
つ
い
て
も
、

ポ
ム
ポ
ニ
ウ
ス
(
】
M

O

B

℃
)
は
、
ま
さ
に
訴
訟
代
理
の
告
示
の
解
釈
に
つ
い
て

の
争
い
を
伝
え
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
他
の
告
示
の
解
釈
に
お
け
る

争
い
に
言
及
し
て
い
る
だ
け
な
の
か
、
い
ず
れ
に
解
す
る
の
か
が
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
註
幻
対
応
本
文
)
。

ア
ン
ジ
エ
リ
I
ニ
の
理
解
は
、
法
文
①
で
の
論
争
を
端
的
に
官
2
・包-伊丹・

に
関
す
る
も
の
と
捉
え
る
点
で
他
の
見
解
に
は
み
ら
れ
な
い
明
確
さ
を
有
し

ローマ法学の方法について

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
訴
権
消
耗
の
効
果
を
め
ぐ
っ
て
、
「
委
任
さ

れ
た
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
」
と
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
で
は
な
い
(
単
な
る
)

任
者
」
と
が
問
題
に
さ
れ
た
と
す
る
際
に
ハ
註
必
対
応
本
文
)
、
具
体
的
に
両

(げ〉

者
が
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
の
か
が
筆
者
に
は
理
解
し
え
な
か
っ
た
。

前
述
の
よ
う
に
胃
o
n
c
E
・
同
関
連
法
文
と
さ
れ
る
諸
法
文
か
ら
明
確
な

HVHon-
匡
巳
・
円
・
像
を
描
き
え
な
い
以
上
、
法
文
①
に
お
け
る
論
争
に
つ
い
て

も
ザ
イ
ラ

I
あ
る
い
は
ア
ン
ジ
エ
リ
l

ニ
の
よ
う
に
法
文
①
そ
れ
自
体
に
郎

(
沼
)

し
て
理
解
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
両
説
の
う
ち
い
ず
れ
が
よ
り
適
切

ハm
m
)

で
あ
る
の
か
は
現
在
の
筆
者
に
は
判
断
で
き
な
い
が
‘
こ
こ
で
注
目
す
べ
き

こ
と
は
両
説
と
も
こ
の
論
争
を
告
示
中
の
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
概
念
の
解
釈
を

め
ぐ
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

仮
に
論
争
の
背
景
を
右
の
よ
う
に
理
解
し
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

ロ
ー
マ
法
学
の
方
法
〈
ひ
い
て
は
今
日
の
法
学
の
方
法
〉
に
と
っ
て
い
か
な

る
意
味
を
有
し
う
る
の
か
。
最
後
に
こ
の
点
を
筆
者
な
り
に
考
え
て
み
た
い
。

五

(ロ

1
7
〉
法
学
の
方
法

?
l
マ
法
学
の
方
法
を
論
じ
た
基
本
的
文
献
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の

(

ω

)

(

剖〕

は
、
カ
l
ザ
l
の
『
ロ

1
マ
人
の
法
発
見
の
方
法
に
つ
い
℃
』
で
あ
る
。
カ

(
M
M
)
 

エ
ッ
サ
ー
ら
の
指
摘
安
ふ
ま
え
つ
つ

(ω
・
目
。
)

ー
ザ
ー
は
フ
ィ

l
ヴ
ェ
夕
、

「
同
又

古
代
ロ

l
マ
法
に
つ
い
て
概
ね
以
下
の
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

ω古

代
ロ

l
マ
に
お
け
る
法
発
見
は
、
帰
納
的
経
験
的
+
刀
法
と
し
て
の
い
わ
ば
ト

(
目
白
)

ピ
ク
的
な
〔
思
考
〕
方
法
に
よ
っ
て
い
た

3
・
印
印
)
。
そ
の
よ
う
な
方
法
の
結

(

刷

出

)

(

邸

〕

(

叫

叩

)

果
、
法
命
題
に
も
と
づ
く
法
発
見
が
な
さ
れ
る
場
合
で
も
そ
の
法
命
題
が
無

限
定
の
通
用
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
な
く

3
・
2
)、
今
日
の
確
固
と
し
た
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法
体
系
に
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
柔
軟
性
を
、
法
概
念
・
法
命
題
そ
れ
自
体

(
仰
引
)

が
有
し
て
い
た
〔

ω・由民・
2
一
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
か
に
柔
軟
な
も
-
の
で

あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
法
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
慎
重
に
相
互
に
調
整
さ

れ
た
た
め

(ω
園
出
品
)
、
凶
右
の
よ
う
な
法
概
念
・
法
命
題
か
ら
導
き
出
さ
れ
る

(
帥
叩
)

法
形
象
悶
巾
n
r
g
b
m己
円
は
(
フ
ィ

1
ヴ
ェ
ク
の
い
う
)
ト
ポ
イ
カ
タ
ロ
グ
(
的
)

を
は
る
か
に
超
え
て
全
体
と
し
て
い
っ
そ
う
完
全
な
法
的
装
置
を
構
成
レ

(
川
叩
〉

(ω
・斗
ω)
、
ロ

1
7
法
は
「
内
的
体
系

E
5
8∞
∞
苫
S
B」
を
欠
き
な
が
ら
も

(
引
〉

「
内
的
体
系
性

5
5
5
3凹
Z
B
E
r」
(
H
諸
概
念
・
諸
命
題
の
間
に
矛

盾
欠
陥
が
な
い
こ
と
)
を
す
で
に
大
体
は
実
現
し
て
い
た
の
で
あ
る

3
・自由〉。

そ
し
て
川

(
H
法
概
念
・
法
命
題
の
柔
軟
性
〉
に
も
か
か
わ
ら
ず
出

(
H

(

m
出

)

内
的
体
系
性
の
獲
得
〉
を
可
能
に
し
た
調
整
作
業
の
具
体
的
局
面
が
法
学

(

川

出

)

(

川

町

)

者
の
論
争

(
H
5
8
E
8
2
2
z
S
)
な
の
で
あ
る

3
・
2
W
2ご。

筆
者
は
、
前
章
ま
で
に
み
た

c
f・
c-ωωω
頃
グ
H

に
お
け
る
論
争
も
、

ヵ
l
ザ
l
の
右
の
脈
絡
に
お
け
る
古
田

g
E
g
g
H
2
5
の
一
例
と
し
て
の

意
義
を
持
ち
う
る
も
の
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
訴
訟
代
理
に
関
す
る
告

一
万
(
註
位
必
)
の
解
釈
に
際
し
て
、
法
学
者
の
論
争
が
、
プ
ロ
ク
ラ
!
ト
ル

概
念
に
一
定
の
柔
軟
性
か
7
も
た
ら
す
適
切
な
類
推
(
こ
こ
で
の
具
体
的
内
容

は
、
プ
ロ
ク
ラ
l
ト
ル
概
念
を
「
受
任
者
」
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
〉
を
可

〈
町
山
〉

能
に
し
、
そ
の
よ
う
な
形
で
の
「
調
整
」
作
業
の
中
で
「
受
任
者
」
と
「
プ

ロ
グ
ラ
l
ト
ル
」
概
念
の
問
の
内
的
体
系
性
が
獲
得
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

(
仰
)

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
翻
っ
て
、
右
の
よ
う
な
ロ

1
7
法
学
の
方
法
は
今
日
の
法
学
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
l
ザ
ー
は
右
の
論
文
に

お
い
て
、
ト
ピ
ク
的
な
〔
思
考
〕
方
法
を
特
徴
と
す
る
点
に
古
代
ロ

l
マ
法
と

英
米
法
と
の
共
通
性
を
認
め
匂
一
方
、
公
理
的
〔
思
考
〕
方
法
を
特
徴
と
す

る
大
陸
法
も
右
の
英
米
法
と
明
白
に
区
別
さ
れ
る
純
粋
な
理
念
型
と
し
て
は

現
実
に
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
大
陸
法
と
英
米
法
の
接
近
と
い
う

(ω) 

現
象
も
認
め
て
い
る

(ω
・印。
l
|
印
む
。
大
陸
法
系
の
諸
国
に
お
け
る
「
聞
か
れ

(
川
)

た
体
系
」
の
主
張
も
、
右
の
現
象
の
法
学
方
法
論
上
の
認
識
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
今
日
主
張
さ
れ
る
「
開
か
れ
た
体
系
」
の
要
点
は
、
カ

ー
ザ
ー
が
ま
さ
に
前
述
の
「
調
整
」
作
業
を
念
頭
に
置
い
て
ロ

1
7
法
を

「
開
か
れ
た
体
系
」
と
呼
ん
だ

3
・
g)
よ
う
に
、
諸
概
念
・
諸
命
題
を
「
常

に
く
り
か
え
し
問
題
に
し
う
る
も
の
」

3
・
2
)
と
し
て
扱
い
つ
つ
し
か
も
そ

れ
ら
の
聞
の
内
的
連
関
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
筆
者
に
は
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
作
業
を
実
に
無
数
の
論
争
を
通
し
て
行
っ
た
本

稿
は
そ
の
一
例
に
つ
い
て
具
体
的
理
解
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
|
の
が
ロ

l

マ
法
学
で
あ
っ
た
と
い
え
る

3
・
2
・
2
)。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、

ロ
l

マ
法
学
は
今
日
の
法
学
に
と
っ
て
も
古
典
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る
も
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の
と
い
え
よ
う
。

ローマ法学の方法について

(

1

)

他
に
も
「
管
理
人
」
「
執
事
」
「
訴
訟
代
理
人
」
(
柴
田
光
蔵
『
ロ
ー

マ
法
ラ
テ
ン
語
用
語
辞
典
』
ハ
一
九
七
六
年
〉
一
二
二
|
一
二
三
頁
〉
等
の

訳
語
が
あ
て
ら
れ
る
。
委
託
の
有
無
や
事
務
の
内
容
な
ど
の
判
断
が
困
難

な
場
合
が
多
い
こ
と
を
考
え
て
、
本
稿
で
は
単
に
「
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
」

と
表
記
す
る
か
〔
ラ
テ
ン
語
の
長
短
に
従
え
ば
「
プ
ロ
ー
ク
ー
ラ
ー
ト
ル
」

と
な
る
〉
、
そ
の
ま
ま
原
語
を
同

MEn-
と
略
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

ハ
2
)
冨
・
関
回
目
巾
F
O
B
忌
B
E
n
Z
H
U
H
-
S可叩
n
r
p
H・
〉
宮
与
口
-wM-
〉
ロ
口
町

5
3
〔
以
下
同
一
E
N
H
と
略
記
〕
咽
∞
-
M
g
l
N田
町
・
訳
出
し
た
部
分
の
圧

縮
し
た
記
述
と
し
て
宍
g

F
目
5
2
n
r
g
句ユ
E
可
mnz-
巴
ロ

ω
Z
i

E
s
r
5
7
W
H
O
-
〉
丘
-
ニ
忌
ゴ
ザ

ω
-
H自
lH∞
由
〔
柴
田
訳
ハ
註
M
)
一三ハ

五
l
一
二
六
六
頁
〕
.
原
田
慶
士
口
『
ロ

l
マ
法
』
(
改
訂
版
、
一
九
五
五
年
)

に
は
プ
ロ
ク
ラ
l
ト
ル
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
記
述
は
み
ら
れ
ず
、
船

田
享
二
『
ロ

l
マ
法
』
第
三
巻
(
一
九
七

O
年
)
二
二
五
頁
は
後
に
触
れ

る
言
。
n
o
gロ
E
5
2
2
5
と
言
。
口
・
己
巳
E
H巳
と
の
区
別
が
ユ

ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
法
で
な
さ
れ
た
と
す
る
が
、
そ
れ
以
上
の
立
ち
入
っ
た

説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
の
著
書
に
お
い
て
も
、
委
任

g
g
l

E
E
E
や
事
務
管
理

5
問

O
Z
2
Z
居
間
冊
目
己
O

な
ど
の
法
制
度
に
沿
っ
て

記
述
が
進
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
吉
野
教
授
は

「
支
配
人
吉
田

Z
oこ
と
の
対
照
を
念
頭
に
置
か
れ
た
上
で
官
2
・
に
つ
い

て
詳
細
な
概
観
を
与
え
て
い
る
(
川
島
武
宜
編
『
法
社
会
学
講
座
9
|歴

史
・
文
化
と
法

1
1』
(
一
九
七
三
年
)
第
二
章
第
四
節
「
古
代
ロ

I

マ
」
(
吉
野
悟
執
筆
)
一
五
九
|
一
六
五
頁
、
と
く
に
一
五
九
|
一
六
一

頁
)
。
本
稿
で
は
、
後
に
カ
l
ザ

l
の
そ
の
他
の
著
作
と
の
対
比
を
行
う
便

宜
上
、
カ
l
ザ

l
自
身
の
記
述
を
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

(

3

)

以
下
で
説
明
さ
れ
る
の
は
私
法
上
問
題
に
な
る
プ
ロ
ク
ラ
l
ト
ん
で

あ
る
が
、
帝
政
期
に
は
い
る
と
皇
帝
の
公
職
者
の
一
肩
書
と
し
て
も
プ
ロ
グ

ラ
l
ト
ル
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
騎
士
階
層

出
身
の
上
級
官
更
で
あ
っ
て
、
皇
帝
の
財
務
管
理
が
と
く
に
そ
の
権
限

に
属
し
、
ま
た
と
く
に
属
州
で
は
長
官
の
代
理
、
税
の
徴
収
、
一
定
の
裁

判
権
の
行
使
な
ど
の
公
的
な
職
務
を
営
ん
だ
と
さ
れ
る
〔
国
2
5
2
2

ω
2
r己
〔
略
号
に
つ
い
て
は
閃
a
F
H
N
T
m
F
×
只
)
凶
凶
凶
参
照
。
以
下

特
に
断
わ
ら
な
い
限
り
カ
l
ザ

l
の
略
号
表
に
上
る
〕

2
・司『
0
2円包
O
ア

ロ
〉
)
。
皇
帝
の
官
吏
と
し
て
の
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に

E
・
マ
イ
ヤ
i

(
鈴
木
一
州
訳
)
『
ロ

1
7
人
の
国
家
と
国
家
思
想
』

(
一
九
七
八
年
〉
一
二
一
五
、
三
一
八
、
一
一
一
二
五
、
三
四
二
頁
お
よ
び
三
四

八
頁
以
下
、
船
田
享
二
『
ロ

1
マ
法
』
第
一
巻
(
一
九
六
八
年
)
二
六
八

(
二
八
七
〉
頁
参
照
。

(

4

)

法
源
上
常
に
胃
2
5
2
2
0
5巳
ロ
ヨ
同
町
2
5
〔
以
下
回
肖
2
・
0
B
P
『

と
略
記
〕
と
し
て
現
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

L
v
g
n・
5
2
B
2
2
E
g

(
句
向
己

-
U
'
H
N
u
少
町
宮
)

Z

3

官
。
?
S
5
2自

σ
0
5
2
S
(認
。
ι
・
0
・

ω
・日・白
S
E
-
-甘
Hon・
0
B
E
E
S
『O
口。門戸
B
(の
巳
・
ロ
-N0・少

U
J
f
H
U
z
-
-

ロ・品目
w
M
Y
N
0・
己
主
等
の
表
現
も
み
ら
れ
る

(
E・
E-
∞
色
。
ァ
ロ
2

叶
巳
r
g
gロ
ι
ι
ミ
ロ
伶
関
口
三
C
E
B
m
g
z
c
-
B
円

U
B
Z
n
r
oロ
岡
山
2
7
7

5
2
〔
以
下

Z
品
・
出
町
田
?
と
略
記
〕
"
∞
-
H
C
F

〉ロ
B
-
m
)
。
単
に
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研究ノ}ト

も
8
2
E
S
H
ご
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
場
合
も
多
く
、
そ
の
場
合
に

そ
れ
が
「
す
べ
て
の
財
産
の
た
め
の
官
D
n
L
な
の
か
「
訴
訟
の
た
め
の

官
o
n
・
」
(
註
5
参
照
)
な
の
か
ご
個
の
事
務
の
た
め
の
胃
o
n
・
」
(
註
6

参
照
)
な
の
か
明
ら
か
で
な
い
こ
と
が
多
い
(
後
述
(
一
二
)
(
四
)
参
照
)
。

(
5
)
い
わ
ゆ
る
も
5
2
g
g
門
主

E
o
自
立
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
表

現
は
古
代
ロ

l
マ
法
源
上
の
も
の
で
は
な
い
(
関
白
R
F
m
E
己
L
Y
M
E
-

〉
ロ
ヨ
-
A
H
S
。
本
稿
で
は
い
わ
ゆ
る
「
訴
訟
の
た
め
の
プ
ロ
ク
ラ
l
ト
ル
」

の
意
味
で
こ
れ
を
言
。
?
包
-
F
?
と
略
記
す
る
。

(

6

)

も
同
0
2
g
g
H
5
z
m
R
F
R
と
い
う
表
現
も
古
代
ロ

l
マ
法
源
上
の

も
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
い
わ
ゆ
る
「
一
個
の
事
務
の
た
め
の
プ
ロ
ク

ラ
l
ト
ル
」
の
意
味
で
こ
れ
を
官
2
・
E
H
F
-
?
と
略
記
す
る
。

(
7
)
間
同
国
内
ア
何
回
M
m
H
V
ω
・
M
g
u
〉
ロ
g
-
品
川
町
お
よ
び
宍
g
h
w
F
ω
件
。
=
〈
白
7

同
町
内
同
ロ
ロ
間
口
口
弘
之
国
0
7
2
口
正
岡
町
開
口
同
開
己
己
z
r
r巴
ぺ
J
ω
N
U
H
(
H
U
2
)

∞
-
H
∞
叶
w
〉
口
同
国
・
工
∞
u
ω
-
H
U
H
-
な
お
、
古
代
ロ

l
マ
法
史
上
の
時
代
区

分
と
し
て
の
「
古
典
期
」
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
原
田
前
掲
書
(
註
2〉

一
八
頁
参
照
。
さ
ら
に
司
巧
い
g
n
r
F
d
r
R
L
g
自
由
呂
田
3
0
宮

内
山

m
H
H
C
B
F
R
r
o
ロ
同
ロ
江
田
町
包
含
ロ
N
u
〈
O
B
忌
日
窃
円
r
o
ロ
列
R
E
〈

s
g
)

ω
・
5
H
同
町
・
参
照
。

(
8
)
デ
ィ
ゲ
ス
タ
H
M
m
g
g
お
よ
び
デ
ィ
ゲ
ス
タ
か
ら
の
法
文
の
引
用
の

し
か
た
に
つ
い
て
は
、
久
保
正
幡
先
生
還
暦
記
念
『
西
洋
法
制
史
料
選
1

ハ
古
代
)
』
(
一
九
八
一
年
)
「
戸

l
マ
法
大
全
」
(
林
信
夫
執
筆
ど
二
圭
ニ
ー
ー

二
六

O
頁
参
照
。

(

9

)

ロ
!
?
の
法
学
者
の
人
名
の
読
み
方
は
、
船
田
前
掲
書
(
註
3
)
、
回

中
周
友
「
ロ

1
マ
法
学
」
(
『
法
哲
学
講
座
』
第
二
巻
(
一
九
五
六
年
)
八

一
l
一
一
一
一
一
一
良
)
に
な
ら
う
。
ま
た
以
下
で
は
、
現
代
の
ロ

1
7
法
研
究

者
と
古
代
ロ

1
マ
に
お
け
る
法
学
者
と
を
区
別
す
る
た
め
、
古
代
ロ

l
マ

の
法
学
者
に
つ
い
て
は
カ
タ
カ
ナ
書
き
の
あ
と
に
ラ
テ
ン
語
の
略
号
を
い

れ
る
(
た
と
え
ば
「
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
(
d
q
)
」
)
こ
と
に
す
る
。

(
叩
)
訳
文
は
、
春
木
一
郎
『
ユ

I
ス
テ
ィ

l
ニ
ア
l
ヌ
ス
帝
学
説
実
纂
プ

ロ
l
タ
』
(
一
九
三
八
年
)
一
三
五
頁
に
大
部
分
ょ
っ
た
(
た
だ
し
現
代
表

記
に
改
め
た
)
。
本
法
文
の
翻
訳
は
、
船
田
前
掲
書
(
註
2
)
二
二
五
頁

註
二
に
も
あ
る
。

(

U

U

本
法
文
の
前
後
の
法
文
を
紹
介
し
て
お
く
。

c
q
・
ヮ
-
u
L
Y
H
司
円
・
同
v
g
n
E
Z
S
同
0
2
ρ
巳
弘
芯
ロ
山
口
角
川
閉
山
2
3
3
守

口
《
t
g
仏

O
B
-
己
注
目
5
5
円
巳
・
「
プ
ロ
グ
ラ

I
ト
ル
と
は
本
人
の
委
任

に
よ
っ
て
そ
の
事
務
を
管
理
す
る
者
を
い
う
。
」
ロ
・
ω
・
ω
w
ゲ
N
C
回
S

E
R
E
回出
0
2
z
z
z
m
旬
。
2
5
5
5
2
m
g

ュ5
2
F
E
A
ロ
即
日
「
5

m
己
-
回
日
間
》
m
w
m
己
目
】
m
H
め
回
目
。
〈
ぬ
}
ロ
o
-
z
口
同
〈
の
]
ロ
C
ロ-uomω己ロ
Y

℃
ぬ
吋
白
戸
M
O担

問

M
O
百
三
ぐ
の
】
白
町
内
町
め
ぐ
と
円
。
口
々
B
E
-
「
と
こ
ろ
で
自
己
の
事
務
を
自
ら

処
理
す
る
こ
と
を
望
ま
ず
も
し
く
は
こ
れ
を
処
理
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

者
が
、
他
人
を
通
じ
て
訴
え
ま
た
は
訴
え
ら
れ
う
る
た
め
に
は
、
プ
ロ
ク

ラ
l
ト
ル
を
用
い
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
」
0
・ω
・
ω
咽
ゲ
ω
口
同
ユ

2
8
B
Y
2
5
2
2
2
与
E
5
3
5
2
・
「
と
こ
ろ
で
不
在
者
で
あ
っ

て
も
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
に
指
定
さ
れ
う
る
。
」
(
春
木
前
掲
書
(
註
叩
)
を

参
照
し
た
)

(
u
u
た
と
え
ば
、
〉
-
巧
2
8
P
R
U
D
5
2
2
0
町
宮
E
E
円
。
古
河
0
5
2

北法33(3・338)926 



ローマ法学の方法について

c
d
F
H
申
出
回
〔
以
下

Z
S仏
・
と
略
記
〕
・
同
V-2-

(
刊

ω)同】吋
o
n
-
E
F・
円
を
単
独
に
扱
っ
た
同
?
と
r
o
H
S
1
0・
司
5
2
5
5同

ロロ
E
回
耳
目
(
忌
N
H
)
(
H
ω
Z
ι
-
e
E
H
M
H
5
5
5白ロ
O
闇

(
S
U由
)
司
-hS吋

国手〉
l
さ
ら
に
、

ω
-
F
r
s
-
口
八
百
o
n百円白
HCH
包

Z
H
O
B
V
。
E

』

Eo--防
止
自
白
ロ
ι巳
O
(巴印、可
)
(
H
ω
円
H
X片
岡
去

ιFH-205gmwMMO
国

公田町
O
)

司
-
S
H
E
-
)
唱
〈
-
〉
円
山
ロ
間
5
l
m
c
F
H
-
g
m
w
H丘国同
O
E
E
H
F
2
9

5
自由ロ
0
・
5
怠
な
ど
(
そ
の
他
の
文
献
に
つ
い
て
は

ω
g
r
p
z
a
-

間町田同・

ω・ロ
M
-

〉
ロ
ヨ
・
色
参
照

)
lは
、
未
見
の
た
め
直
接
に
は
紹
介
し

え
な
か
っ
た
。

(
M
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
船
田
前
掲
書
第
一
巻
ハ
註
3
)
四
六
二

l
四
六

八
頁
、
五
コ
一
四
頁
、
五
五
七
頁
、
原
因
前
掲
書
(
註
2
〉
一
一
一
一

i
一一一一一頁、

カ
l
ザ

1
(
柴
田
光
蔵
訳
)
『
ロ
!
?
私
法
概
説
』
(
一
九
七
九
年
)
二
一
一
頁

参
照
。

(
日
)
ア
ル
ベ
ル
タ
リ
オ
の
論
文
(
註
ロ
)
に
つ
い
て
は
ラ
l
ベ
ル
に
よ
る
簡

単
な
紹
介
が
あ
る
(
何
-HN与
乙
・

d
Z
3
5
Z
5
2
門
出
自

H
E
-
2
5
r
o

戸

XmMMHCHMmwH日
ゲ
広
戸
市
V
M
N
u
ω
N
A戸市山(戸由日町一)唱

ω
・九日、吋
MlhF、下酔
)

o

r

ブ

l
ベ

ル
は
、
ア
ル
ベ
ル
タ
リ
オ
、
か
「
修
正
」
を
主
張
し
て
古
典
期
に
お
け
る
プ

ロ
ク
ラ
l
ト
ル
の
確
固
と
し
た
概
念
を
推
量
す
る
こ
と
に
反
対
し
、
プ
ロ

グ
ラ
l
ト
ル
は
〔
日
常
〕
生
活
の
レ
ベ
ル
の
概
念
で
あ
っ
た
と
す
る

3
・

ミ
ω
)
。
ま
た
ラ
l
ベ
ル
は
、

c
q・
り
・
ω
・
ω
咽
ゲ
H

で
争
わ
れ
た
問
題
は
全

く
正
し
く
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
あ
る
者
が
一
個
の
事
務
を
引

き
受
け
た
が
ゆ
え
に
ー
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
は
な
く

l
プ
ロ
ク
ラ
l
ト

ル
と
み
な
さ
れ
う
る
の
か
が
問
題
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が

(ω

ミ∞

ー
お
む
、
筆
者
に
は
傍
点
部
分
(
傍
点
筆
者
)
の
真
意
が
理
解
で
き
な
か

っ
た
。
な
お
註
釘
参
照
。

(
日
)
ワ
ト
ソ
ン
は
、
ア
ル
ベ
ル
タ
リ
オ
の
主
張

(ω
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
は

社
会
的
現
象
で
あ
っ
て
通
常
は
自
分
の
主
人
の
家
に
従
属
し
た
被
解
放
者

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
彼
が
広
範
な
職
務
を
担
当
し
た
こ
と
を
推
測
さ
せ

〔匂
g
n
-
E子
『
・
の
概
念
は
こ
れ
と
調
和
し
な
い
〕
、
凶
キ
ケ
ロ
か
ら
パ

ウ
ル
ス

(Ec--)
の
時
ま
で
、
プ
ロ
グ
ラ
1
ト
ル
は
受
任
者
か
ら
明
確
に

区
別
さ
れ
て
い
た
〔
の
で
あ
る
か
ら
委
任
に
よ
る

yon-EE--
同
-
は
認
め
ら

れ
な
い
〕
)
に
対
し
、
川
権
限
の
限
定
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
が
古
典

期
に
存
在
し
た
可
能
性
は
否
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
出
委
任
と
言
。
2
2
2
0

の
交
錯
と
い
う
「
歴
史
的
発
展
」
(
註
却
参
照
)
も
古
典
期
に
す
で
に
始
ま

っ
て
い
る
と
す
る
(
尽
き
ι・
H
Y
印
凶
)
。
さ
ら
に
ワ
ト
ソ
ン
は
、
ア
ル
ベ
ル
タ

リ
オ
に
反
対
す
る
理
由
と
し
て
、
倒
彼
が
「
修
正
」
の
文
法
的
説
明
を
し
て

い
な
い
こ
と
守
・
印
巴
、
制
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス

(
c
q
〉
、
パ
ウ
ル
ス
(
司
E
L・)、

ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
(
〉
「
)
の
法
文
の
み
(
註
臼
参
照
)
が
「
修
正
」
さ
れ
た
と

す
る
の
は
奇
妙
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
事
態
、
か
生
じ
た
の
は
ユ
ス

チ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
編
纂
委
員
の
う
ち
の
ほ
ん
の
一
人
二
人
の
者
の
み
に
よ

る
編
纂
作
業
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
、
法
文
が
法
学
者
の
数
種

の
著
作
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
不
可
能
で
あ
る
こ
と

Q
・印

S
、

を
挙
げ
て
い
る
。
刷
の
よ
う
な
ワ
ト
ソ
ン
の
推
論
方
法
は
、
ミ
ッ
シ
ェ

ル

Q
・l
Z・
冨
片
Z
-
-
0
5
]円山口
2
0
r
S
2忠一
0
5
2こ・
b
g
-
5
5口
弘
己

目】吋
0
2
5
5門
市
ロ
母
。
伊
丹

HO目
白
宮
崎
明
Z
L
g
y向
EnA口氏
o
p
同由
U
1
0
・旬・

日
同
十
日
寸
)
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。

北法33(3・339)927 



研究ノート

(
汀
)

H

Y

印由
l
印
由
・
ワ
ト
ソ
ン
は
℃
g
n・
同
門
ニ
戸
に
つ
い
て
も
、
デ
ィ
ゲ
ス
タ

の
中
で
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
が
扱
わ
れ
て
い
る
章
の
位
置
か
ら
そ
の
古
典
性

を
認
め
る

(
0・
u-ω

の
タ
イ
ト
ル
(
口
。
司
円
。
口
口
g
gユ
『
口
問
。
同
色

m
pロ
-

8
2
r
c
c
が
ユ
リ
プ
ヌ
ス

(HE--)
の
永
久
告
示
録
中
の
り
白
円
o
m
E
5
1

1
r
5
2
日ν
B
E
E
S
H
5
5
巾丹仏
O
P
E
C
H
F
g
に
由
来
す
る
と
の
レ

l

ネ
ル
の
見
解
を
も
と
に
、
ワ
ト
ソ
ン
は
、
デ
ィ
ゲ
ス
タ
や
永
久
告
示
録
の

中
で
は

Yon-
に
関
す
る
諸
章
が
訴
訟
代
理
の
文
脈
の
中
で
一
括
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
す
で
に
古
典
期
に
胃
2
・
包
宮
が
承
認
さ
れ
て
い
た
と

す
る
の
で
あ
る
。
な
お
永
久
告
示
録
に
つ
い
て
は
吉
原
達
也
「
『
永
久
告
示

録
開
丘

2
z
g
H
V
2宮
Z
Z
B』
の
再
構
成
に
つ
い
て
」
(
法
学
論
叢
一

O
四

巻
二
、
六
号
、
一

O
六
巻
一
号
)
、
谷
口
貴
都
「
永
久
告
示
録
」
(
丙
洋
法

制
史
料
選
(
註
8

)

)

参
照
)
。
し
か
し
個
々
の
法
文
に
お
け
る
「
修
正
」
の

有
無
の
確
定
は
困
難
で
あ
る
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
川
古
典
期
に
言
。
ロ
-

E
E
-
と
同
様
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た

g
m
E
Sス
代
訟
人
)
が
ユ
ス
チ

ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
と
き
に
は
消
滅
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
当
初
の

g
m巳
g
円

へ
の
言
及
が
言
。

2
円包

R
へ
と
「
修
正
」
さ
れ
た
の
は
疑
い
な
い
こ
と
、

凶
デ
ィ
ゲ
ス
タ
中
で
当
初
か
ら
官
2
5
2
2
を
扱
っ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
法
文
も
、
〔
た
ま
た
ま
〕
弁
護
人
と
し
て
行
為
し
て
い
た
胃

2
・
D
E
P
円・

に
言
及
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
を
挙
げ
て
い
る
。

な
お
そ
の
後
の
著
書
(
毛
色
目
。
ロ
幡
、
H
，
Z
円
曲
唱
え

or--岡山己。
5

2
手巾

円、三
2
月
O
B
B
河

8
己
Z
F
5
2
〔
以
下
O
Z
-
と
略
記
〕
七
・
巴
∞
iNOH)

に
お
い
て
ワ
ト
ソ
ン
は
、
共
和
政
期
に
言
。
口

-
E
E
-
が
存
在
し
た
こ

と
を
否
定
す
る
メ
ッ
ケ
の
見
解
(
宮
2
r
p
E。
何
己
主
品
目

5
明
色
町
田

も
H
0
2
M
g
g門田門--丈
2H九
ω
U
M叩
(
呂
町
日
)
℃
・

5
印
HO由
・
メ
ッ
ケ
は
、

キ
ケ
ロ
で
言
及
さ
れ
る
望
。
ロ
・
が
す
べ
て
広
範
な
事
務
を
行
う
者

(の

2
2弘司
H
D
口
)
で
あ
る
と
し
、
ガ
イ
ウ
ス
(
の
巳
・
)
よ
り
少
し
前
の
一

|
二
世
紀
初
め
こ
ろ
に
な
っ
て
官
2
・
邑
-
伊
丹
・
が
成
立
し
た
と
す
る
)

は
疑
わ
し
い
と
し
て
、
キ
ケ
ロ
の
史
料
守
H
C
C巳ロ
E
C
印・

8
1
N
H
u
m
-

ミ
L凶
2
2国
少
口
一
印

L
∞
)
か
ら
そ
の
当
時
す
で
に
言
。
口
・
包

E-

が
存
在
し
え
た
と
推
測
し
て
い
る
。

(
四
)
冨
田
口
内
田
・
目
)
・

2
・
「
お
そ
ら
く
は
、
同
】
円
。
口
・
包
]
伊
丹
・
か
ら
の
類
推
で
あ

る
」
と
す
る
理
由
は
、
ワ
ト
ソ
ン
の
考
え
に
よ
れ
ば
そ
の
成
立
の
時
期
が

日)
H
o
n
-
E
r
H
-
(バ
ウ
ル
ス

(
E巳
・
)
以
前
)
よ
り
も
官
2
・
白
色
}
戸
(
ユ

リ
ア
ヌ
ス

(HE--〉
以
前
)
の
ほ
う
が
早
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
カ

I
ザ

l
は
、
ワ
ト
ソ
ン
の
本
書
に
対
す
る
書
評
の
中
で
官

2
・
5--
吋・を

官

2
・。
S
F
H・
と
官
on-
包

-u・
と
の
中
間
類
型
と
し
て
理
解
し
て
い

る
(
吋
月
ω
O
(
忌司
N
)

匂-
N
由印)。

(
四
)
宮
自
門
日
・
℃
・

8
・
ワ
ト
ソ
ン
が
官
。
口
・

E-・
円
・
関
連
法
文
と
し
て
挙

げ
る
も
の
(
個
々
の
法
文
に
つ
い
て
は
後
述
さ
己
参
照
)
は
ウ
ル
ピ
ア

ヌ
ス

(
c
f・
)
の
も
の
が
六
個
、
パ
ウ
ル
ス

(FIE-・
)
の
も
の
が
三
個
、
ア

フ
リ
カ
ヌ
ス
(
〉
「
・
)
の
も
の
が
一
個
で
あ
り
、
パ
ウ
ル
ス
法
文
が
複
数
で

て
い
る
こ
と
か
ら
「
パ
ウ
ル
ス
以
前
に
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
共
和
政
期
に
言
。
口
・
己
ロ
ア
同
・
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
に

つ
い
て
の
証
拠
は
な
い
と
す
る

(
C
E・同
Y
5
8
3

(
却
)
。

σ--
匂・

5
∞
・
。
フ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
と
本
人
の
間
の
法
律
関
係
が
事
務

管
理
ロ
認
2
5
2
5
m
g
c
c
と
し
て
把
盤
さ
れ
た
か
委
任
自
由
口
念

Z
B

北法33(3・340)928 



ローマ法学の方法について

と
し
て
把
握
さ
れ
た
か
は
、
以
前
か
ら
学
者
の
関
心
を
引
い
て
い
る
問
題

で
あ
る
合
同
・
関
白
田
町
ア

ω
N
S
(
H
U
U
1
6
ω
-
Z
3
0
ワ
ト
ソ
ン
は
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
の
彼
以
前
の
学
説
(
川

Y
R
R
2
5
と

B
S
E
Z
B
と

は
古
典
期
を
通
じ
て
全
く
別
個
の
制
度
で
あ
り
、
両
者
の
関
連
が
み
ら
れ

る
法
文
は
「
修
正
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
る

2
5
F
U
O
E
H
E
f

〉
5
2
5
ユ0・
ω
2
3
0
)、
凶
プ
ロ
グ
ラ

l
ト
ル
に
対
す
る
訴
権
は
古
典
期

を
通
じ
て
委
任
訴
権

2
c
c
B
E
e己
で
あ
っ
た

30-RNF)、
凶
古
典

期
に
お
い
て
は
プ
ロ
ク
ラ
l
ト
ル
に
対
し
て
事
務
管
理
訴
権
問
口
己
0

5・

m
o
t
2
E
u
m
2
5
2白
"
委
任
訴
権
が
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
た
(
〉
g
i

口問
F
o
i
p己
N))
が
い
ず
れ
も
自
由
口
弘
巳
己
目
お
よ
び
官
0
2
3
t
o
の
両

制
度
の
「
歴
史
的
発
展
」
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
し
て
(
冨

S
L・目
ygl

ω
叶
)
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
法
文
を
再
検
討
し
、
両
制
度
の
融
合
に
は
以
下
の
よ

う
な
「
歴
史
的
発
展
」
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
古
典
期

の
初
め
の
頃
ま
で
は
両
制
度
は
区
別
さ
れ
て
い
た
ハ
ケ
ル
ス
ス
ハ
の
己
へ

は

官

on-
に
委
任
訴
権
で
は
な
く
事
務
管
理
訴
権
を
与
え
る

(
0・
5
・
r

g
官
・
)
〉
が
、
早
い
時
(
ユ
リ
ア
ヌ
ス

(HE--))
か
ら
官
2
5
2
S
に
類
似

し
た
広
範
な
委
任
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
Q
己
・
。
・
臼
uuL叶
山
口
-A8・

∞
wMM・
3
、
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
(
〉

P
)
は

y
o
n
-
O
Bロ
-H-
に
つ
き
事
務
管

理
訴
権
と
委
任
訴
権
の
選
択
を
認
め
る
に
至
っ
た
(
ロ
・

5wω"
ロ
胃
・
山
0
・

MHUH・
2
・C
。
そ
の
後
次
第
に
委
任
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

バ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
(
可
曲
目
)
・
〉
や
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス

(
d
q・
)
に
お
い
て
は
専
ら

委
任
訴
権
が
用
い
ら
れ
て
い
る
な
・
ミ
1
2・
8
〉。

と
こ
ろ
で
ポ
ム
ポ
ニ
ウ
ス
(
司
og-乙
自
身
(
ケ
ル
ス
ス
や
ユ
リ
ア
ヌ

ス
と
ほ
ぼ
同
時
代
)
は
、
官
。
口
・
な
い
し
ヨ
on-
の
相
手
方
に
対
し
事
務

管
理
訴
権
し
か
与
え
て
い
な
い
(
ヲ
包
・

0
・
N
N
u
u
f
ロ・

2
・
ω
・
∞
・
白
・
カ

1
ザ
I

(
吋閉山臼
O
(呂田日
)
ω
-
Mや
悼
一
河
可
m
T
∞
・
印
∞
一
戸
〉
ロ
B
-
H
C
U
M凶
N

D
H
C
U
2
)
ω
・
5
一
戸
〉
ロ
ヨ
・

5
0
)
や
ザ
イ
ラ

l
(
z
o
m
-
問。
2
・∞・

5
∞
)
も
こ
れ
を
支
持
す
る
。
こ
れ
に
対
し
ア
ン
ジ
エ
リ
1
ニ
(
註
お
)
は

プ
ロ
ク
ラ
l
ト
ル
が
す
で
に
早
く
か
ら
委
任
の
要
件
を
満
た
し
て
い
た
と

す
る
が
、
異
論
も
あ
る
と
さ
れ
る
ハ
同
即
日
巾
ア
忠
一

2
・
ω
広
∞
ロ
・
〉
ロ
5
・

5
8
)
た
め
、
こ
の
こ
と
か
ら
ワ
ト
ソ
ン
は
、
ま
さ
に
目
白
ロ
牛
白
Z
B
と

胃
D
2
2
z
o
と
の
融
合
が
始
ま
る
直
前
の
ポ
ム
ポ
ニ
ウ
ス

(HVCB司
・
)
の

頃
に
、
官
。
口
・
ロ
ロ
一
-

H

・
に
つ
い
て
も
委
任
訴
権
の
成
否
が
問
題
と
な

り、

c
s
-
U
-
u
w
u
w
r
H
か
ら
ポ
ム
ポ
ニ
ウ
ス
の
見
解
を
直
接
導
き
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
が
お
そ
ら
く
彼
も
こ
れ
に
否
定
的
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と

も
推
測
す
る
の
で
あ
る
な
・
印
日
)
。

(幻〉

ω・
ω
n
E
C師団自由ロ
P
U
2
∞
gHRmH司
2
r
仏己吋口
r

o
ユ円
ZEmwny

Hagznroロ
E
E
Z
c
z
m
g
m
o
n
r・
5
2・
ω・
∞
タ
呂
品
"HO由・

(
詔
)
。
・
∞
向
山
市
百
巾
ロ
門
戸
口
FOHMHor己
HBHC吋
ι
g
r
F富山
mnr。
口
同
町
B
u
o
y
-

B
N
E
-
z
n
F
H
〔
以
下

F
O
E
S
S円
と
略
記
〕
噌

ω
N
∞∞

(
5
3
)
ω
-
M
H
m
-

(
幻
)
シ
ュ
ロ
ス
マ
ン
に
よ
る

Y
2・
の
社
会
史
的
解
釈
の
影
響
に
よ
り
、

ロ
l
マ
私
法
が
法
形
象

H
N
2
E由
民
四
日
と
し
て
の
。
ブ
ロ
グ
ラ
1
ト
ル
の
事

務
処
理
権
限
を
い
か
に
し
て
認
め
た
の
か
と
い
っ
た
問
題
設
定
は
、
今
日

な
お
な
さ
れ
て
い
な
い
公
正

.ω
・
自
由
)
。
〔
し
か
し
、
〕
ロ

l
マ
私
法
の
よ

う
な
法
体
系
は
と
く
に
思
考
上
の
完
結
性
と
形
式
的
一
貫
性
と
を
特
色
と

し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
右
の
問
題
に
対
し
て
も
厳
格
な
答
え
を
与
え
る
に
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違
い
な
い
(
∞
-
M
H
S
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
ベ

1
レ
ン
ツ
は
、
二
つ
の
プ

ロ
グ
ラ
l
ト
ル
類
型
の
関
連
の
発
展
史
的
解
明

3
・N
H
S
を
試
み
て
い
る
。

(
叫
)
領
土
拡
大
に
伴
う
商
業
の
発
展
や
ロ

l

マ
市
外
で
公
務
に
携
わ
る
者

の
増
加
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
∞
-
N
N
由
自
ゲ
∞
-
B
U
F
〉ロ
g
・、芦)。

〈
部
)
そ
の
法
律
が
い
か
な
る
名
称
の
も
の
か
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
プ

ロ
グ
ラ
1
ト
ル
が
法
律
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
見
解
は

す
で
に
存
す
る
(
∞
-
N
N
由
・
〉
ロ
自
・
ぉ
・
さ
ら
に
ロ
田
口
〔
註
幻
〕
∞
・
ロ
巴

が
、
い
か
な
る
法
律
か
を
決
定
す
る
試
み
は
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
い
な
い

(
毛
色
凹

o
p

。Z・同
y
H
U
印u

ロ
-
S
と
い
わ
れ
る
。

同】
Hon・
。
自
ロ
・
同
-
が
法
律
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
ベ

l
レ
ン
ツ
が
挙
げ
る
(
直
接
的
)
史
料
は
、
キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
!
?
弁
護

論
』
の
一
節
(
N
0
・
ヨ
)
で
あ
る

(ω
・M
M
∞)。

・
:
・
:
ロ
。
ロ
白
E
s
t
o
-
Z門戸田

S
F
o
n
m
g巾
Z
ι
己
S
S
H
R
-
三
2
日

宮市

Z
己
目
胃
0
2同伊丹
O同
弘
2
2
2
5
2
』
三
]
巾
問
E
g
m
言
。
2
g
g円

mtnr己吋

O自
己
己
百
円
巾
Z
B
2
5
』
5
5
r
t
E
目
。
ロ
国
一
円
白
z
Q

巴
言
。

『町田)己「}ル
2
0
2
5
P
心
己
白
田
町
宮
正
曲
目
℃
阻
め
口
市
乱
O
B
5
5
F
o
n
g
f

曲目
zwロ--口同』凶〈円ロ
ω『
-EF
白
口
同
EC日円。
~cロロ
ωmwZ門口}叫角川口回知ロ円-』
rmH1門口出

恒
三
』
己
2
2
A
5
2出
B
5
5
ι
丘
町
ロ
巴
Cロ巾百円山口叩

Z
O
H
o
m巳
己
白
口
円

同E
S
E
-ロ
m
p
n
R
F
「
:
:
:
少
な
く
と
も
こ
の
種
の
事
柄
に
お
い
て

は
、
公
務
で
イ
タ
リ
ア
に
お
ら
ず
あ
る
い
は
不
在
で
あ
る
者
の
全
財
産
の

プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
と
法
律
で
呼
ば
れ
る
者
、
つ
ま
り
あ
た
か
も
ほ
と
ん
ど

所
有
者
と
も
い
う
べ
き
者
で
他
人
の
権
利
の
代
理
人
た
る
者
が
私
を
追
い

出
す
場
合
と
、
君
の
小
作
人
あ
る
い
は
被
護
民
あ
る
い
は
被
解
放
者
あ
る

い
は
あ
な
た
の
指
図
も
し
く
は
名
の
も
と
で
あ
の
よ
う
な
暴
力
お
よ
び
追

出
し
を
行
っ
た
者
が
そ
れ
を
行
う
場
合
と
で
、
法
の
理
念
に
差
は
な
い
の

で
あ
る
。
」
(
柴
田
光
蔵
「
ロ

1
7
法
に
お
け
る
特
示
命
令
訴
訟
の
一
考
察

l
キ
ケ
ロ

I
C
S
S
の
「
カ
エ
キ
l
ナ
弁
護
論
官
。
ゎ
s
n
E白
」
を
め
ぐ

っ
て

l
」
(
法
学
論
叢
九
四
巻
三
・
四
号
(
一
九
七
四
年
)
)
一
五
O
|
一

五
一
頁
参
照
。
な
お
右
の
一
節
は
、
以
下
の
よ
う
な
特
示
命
令
(
推
定
〉

の
解
釈
を
問
題
に
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

C
E
o
s
-
F
H同m
h
f
z
t

釦
己
仲
間
白
自
己
5

2
白

EH仲
買
onZ同白円。吋

Z
己
ω
〉己
Z
s
n
E口
百
曲
目

r
o
B
Z
F己目

nD白
円
江
田
白
円
B
丘
一
宮
町
三

ι
3
2
5子
。
。
ニ
-
z
g
S
E
S
A
=
o

H
-
F
H
Eロロ

H
E
Y白
r
z
X
H
m回同
F
Z回
目
・
「
セ
ク
ス
ト
ウ
ス
・
ア
エ
ブ
テ
ィ

ウ
ス
よ
、
君
も
し
く
は
君
の
家
の
者
(
奴
隷
)
も
し
く
は
君
の
委
託
事
務

管
理
人
が
、
ノ
ウ
ル
ス
・
カ
エ
キ
l
ナ
を
、
集
め
ら
れ
も
し
く
は
〈
「
か

っ
」
の
意
味
U

武
装
し
た
者
に
よ
っ
て
暴
力
で
追
払
っ
た
と
こ
ろ
で
こ

の
者
が
そ
の
と
き
そ
こ
に
も
っ
て
い
た
す
べ
て
の
も
の
を
回
復
す
る
よ

う
。
」
(
柴
田
前
掲
二
一

O
頁
》

ベ
l
レ
ン
ツ
は
右
の
一
節
中
の

L
m悶
E
B
O去
を
根
拠
に
、
同
》
Hon・
0
5ロ・

円
の
法
律
に
よ
る
導
入
を
主
張
し
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
胃

2
・
0
5
P

F

が
古
典
期
末
の
モ
デ
ス
チ
ヌ
ス
(
冨
邑
・
〉
の
こ
ろ
ま
で
も
存
続
し
た

と
す
る

(ω
・
8
印
・
〉
ロ
ヨ
・
∞
N
)
。
他
方
ワ
ト
ソ
ン
は
ベ

l
レ
ン
ツ
同
様

L
o
m
E
g
%
を
「
法
律
に
よ
っ
て
」
の
意
味
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
(
そ

の
理
由
に
つ
き
当

2
8
p

。E・
℃
・
呂
田
・
な
お
、
カ
l
ザ

l
は
「
法
的
な

意
味
で
」
と
解
す
る
(
吋
H

N

E

C

g

白〉

ω'
白
色
。
)
、
キ
ケ
ロ
は
弁
論
の

便
宜
の
た
め
に
、
す
で
に
拘
束
力
を
有
し
て
い
な
い
古
い
法
律
を
持
ち
出

北法33(3・342)930 



ローマ法学の方法について

し
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
る
(
。
戸
目
下
忌
印
)
。
弁
論
全
体
の
流
れ
に

つ
い
て
は
柴
田
前
掲
一
一
一
一

oー
一
五
一
頁
参
照
。

(
部
)
ベ

1
レ
ン
ツ
は
、
古
典
期
後
期
に
プ
ロ
ク
ラ
l
ト
ル
が
従
属
的
地
位

へ
と
転
落
し
た
こ
と
に
伴
い
、
ユ
帝
が
こ
の
胃
c
n
-
D
Bロ-
H

・
を
一
般
的

受
任
者

(
ο
2
2己
目

E
E
S
C
へ
と
「
修
正
」
し
た
と
す
る

(ω
・日立町内・)。

彼
に
よ
れ
ば
「
修
正
」
の
目
的
は
、
法
定
の
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
と
し
て
当

初
か
ら
権
限
の
限
定
さ
れ
て
い
た
官
R
-
O
Bロ
・
同
・
を
一
般
的
受
任
者
へ
と

「
修
正
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
典
期
以
来
広
範
な
権
限
を
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
冨
自
含
広
言
。
2
3
8
H
(削
類
型
)
の
権
限
を

〔
逆
に
〕
制
限
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る

(ω
・
日
記
ご
。
た
だ
し
次
註
参

照。
(
幻
)
ω
-
M
U
H
ロ
・
〉
ロ

g'
目
印
由
・
こ
の
こ
と
か
ら
ベ

1
レ
ン
ツ
は
、
言
。
n-

O
B
P
円
・
と

3
5
2含円
OR
と
の
結
び
つ
き
を
一
示
す
法
文
は
す
べ
て
「
修

正
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
(
司
白
己
・
り
・
巳
・
由
w
m℃一叫・引のめ]・

0
・

怠
・
臼
-
∞
吋

(
ω
-
N∞
u-
〉ロヨ・

N
叶
由
)
一
円
以
白
己
]
・
ロ
臼
wωw
印由(∞
-
N
E
-
〉ロ
B
-

NJS)
山匂出回同一・

0
・
H
M
-
m
-
m
u
f
dザ

0
・MM
・
M
-
u
h
y
ω
(
ω
-
M∞∞
w〉ロ
B
-

U
C
A
H
)
U
C
ざ
・
。
-A-1-H0・
H
N
H
m
(
ω
-
M∞
タ
〉
ロ
ヨ
・

ω
c
s
w
c
q
・
0
・MLλHU

HN
一目
)-uwu-
阿
古
門
-
ム
(
∞
-NUH
〉
)
。
彼
は
、
ロ
ー
マ
の
法
学
者
た
ち
の
術
認

の
厳
密
性
・
明
断
性
と
、
同
】
円

2
・
0
E
P
?
を
扱
司
法
文
で
の
ミ
自
由
昆
山
崎
市
公

の
使
用
と
は
両
立
し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る

(ω
・自
ω
・
〉
ロ
5
・
Na)。

し
か
し
カ
l
ザ
ー
は
こ
の
点
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
『
比

較
的
最
近
の
研
究
は
〔
右
の
ベ

1
レ
ン
ツ
の
主
張
と
は
〕
全
く
逆
の
結
論

を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ロ

1
マ
の
法
学
者
た
ち
の
術
語
は
決
し
て
厳

密
な
も
の
で
は
な
く
て
|
現
代
の
法
律
実
証
主
義
の
見
方
と
は
対
照
的
に

|
柔
軟
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
ロ

l
マ
の
法
学
者
た
ち
は
、
そ
の

時
々
の
意
図
さ
れ
た
意
味
を
正
し
く
理
解
す
る
の
に
十
分
な
才
能
を
有
し

て
い
た
。
彼
ら
が
ま
さ
に
=
自
白

E
R
m
E
を
多
く
の
意
味
で

l
あ
る
と
き

は
「
委
任
す
る
」
と
し
て
、
あ
る
と
き
は
「

?
H
r
2
0
の
よ
う
に
)
授
権

す
る
」
と
し
て

l
用
い
て
い
た
こ
と
を
考
え
て
み
よ
。
』
(
関
白
田
町
タ

ω
N
S

(註
7
)
∞・

5
c
w
〉ロ
B
5
0
)

ベ
l
レ
ン
ツ
は
後
に
こ
の
点
に
触
れ
、
ヵ
l
ザ
I
の
い
う
「
術
語
の
柔

軟
性
」
と
い
う
問
題
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
個
々
の
法
文
に
つ
い
て

の
「
修
正
」
の
主
張
を
撤
回
し
た
。
し
か
し
彼
は
、
官

2
・
0
B
P
H
・
に
対

す
る

3
5
2
e
z
R
は
合
意
に
基
づ
く
委
任
で
は
な
く
法
律
に
基
づ
く
委

任
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
誠
意
訴
訟
と
し
て
の
委
任
訴
訟
は
認
め
ら
れ
ず
事

務
管
理
訴
訟
の
み
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
す
る
(
切
m
z
g円
F

F
2
r
z
t
c口市ロ
g

E
ロ
弘
司
ユ
ロ
乱
立
市
ロ
2
0
6ロ
r。ロ

-
B

円。
g
z
n
r
o口

同
よ
〈
印
可
m
n
z
-
ω
N
由印

(
H
3
8
ω
H
2
・
〉
ロ
ヨ
-H
∞)
0

し
た
が
っ
て
、

「
修
正
」
の
主
張
を
撤
回
し
て
も
な
お
、
官
。
口
・

C
Eロ
-
H
-
H
事
務
管
理
訴

権
(
冨
g
E
E
U円
C
E
S
S円
日
委
任
訴
権
)
と
い
う
図
式
は
維
持
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

(
部
)
ベ

1
レ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
者
は
社
合
的
地
位
は
高
い
が
し

か
し
経
済
的
に
は
従
属
し
た
地
位
に
あ
り
、
「
委
任
」
契
約
に
よ
っ
て

呂
田
ロ
仏
民
名
g
r
E
S
S
H
と
し
て
財
産
管
理
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ

る
(
∞
・

M
M
C
。

(
却
)
委
任
に
よ
る
プ
ロ
ク
ラ
l
ト
ル
は
、
当
初
は
単
な
る
事
務
の
執
行
者
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に
す
ぎ
ず
、
事
務
処
理
権
限
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
意
味
で

は
シ
ュ
ロ
ス
マ
ン
の
い
う
よ
う
に
「
法
形
象
河

2
Z
m円
高
己
己
と
し
て
は
捉

え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

(ω
・M
M
3
。
し
か
し
体
系
的
配
慮
に
す
ぐ
れ
た
法

学
者
の
行
為

Q
g
n
-
O
E
P
同
・
の
事
務
処
理
権
限
か
ら
類
推
し
て
、
「
委

任
」
に
「
(
事
務
処
理
〉
権
限
付
与
」
の
効
果
を
与
え
た
こ
と
)
に
よ
っ
て

帝
政
以
前
に
〔
法
形
象
と
し
て
〕
成
立
し
た
の
で
あ
る

3
・2
3
0

(
叩
)
ω
M
A
H
叶
・
同
所
で
は
、
い
か
な
る
史
料
に
よ
る
の
か
が
明
示
さ
れ
て

:
、
。

、
u
，
ナ
ん
、
uv

(
乱
)
∞

-
E叶
・
な
お
ベ

l
レ
ン
ツ
は
、
個
別
的
授
権
と
い
う
考
え
方
が
プ

ロ
グ
ラ

1
ト
ル
像
を
不
要
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て
、
同
MHon
・

5
F
円
・
の
承
認
に
反
対
し
た
保
守
的
な
者
が
宮
自
去
百
回
》

B
E
E
S同

の
起
源
と
構
造
か
ら
み
て
正
当
で
あ
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
彼
に
よ
れ

ば、

Z
B口
・
ロ
巳
-

H

・
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
〕
法
子
者
の

思
考
は
〔
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
像
を
離
れ
て
〕
授
権
の
有
無
と
追
認
の
有

無
し
か
問
題
に
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る

(ω
・
2
∞
ロ
・
〉
ロ
ヨ
・

5
3
0
な
お
彼
は
、

C
ず
・
り
・
ω
‘
ω
w
H
U
H

が
形
の
上
で
は
「
修
正
」
さ
れ

て
い
る
と
し
(
註
釘
)
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス

(
c
f・
)
の
見
解

(
ω
E
Z
H
F
E

-
-
:
:
〉
に
つ
い
て
も
、
使
者
の
こ
と
を
プ
ロ
ク
ラ
l
ト
ル
と
呼
ぼ
う
と
し

て
い
る
よ
う
に
み
え
る
こ
と
か
ら
「
修
正
」
で
あ
る
と
し
た

(ω-N-wS。

さ
ら
に
彼
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
が
ポ
ム
ポ
ニ
ウ
ス
(
同
M
O
B
唱
・
〉
の
著
作
か
ら

そ
こ
で
の
論
争
に
つ
い
て
さ
ら
に
何
ら
か
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
ハ
は
ず

だ
〕
と
も
い
う
(
∞

-
R
N
〉ロ
B
-
E
C。

(
包
)
同
】
H
o
n
-
E
E
-

に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

-UHon-

E
ュ-
H

・
の
承
認
に
よ
っ
て
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
像
が
不
必
要
な
も
の
と
な

っ
て
い
く
中
で
ハ
前
註
参
照
〉
訴
訟
の
た
め
の
個
別
的
授
権
の
場
合
だ
け

は
、
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
に
言
及
す
る
告
示
を
媒
介
と
し
て
個
別
的
委
任
と

プ
ロ
グ
ラ

I
ト
ル
と
の
術
語
上
の
結
び
つ
き
が
保
た
れ
た
。
官
on・
包

-x・
の
一
種
の
特
別
な
地
位
は
こ
の
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

目

νHon-
包

E
・
に
お
い
て
の
み
個
別
的
委
任
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
よ
う

な
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

(ω
・
巴
⑦
。

(
出

)ω
巴
-
2・
2
巾問・同町田仲・

ω-HC品l
戸
。
.

(
M
A
)

匂
円
。
口
・
包
一
=
・
に
つ
い
て
の
ザ
イ
ラ
l
の
理
解
は
、
ワ
ト
ソ
ン
と
ほ

ぼ
同
様
で
あ
る

(ω-HH0・
〉
ロ
ヨ
・

2
・
suω
・
ロ
グ
〉
E
U・
s
・
-
た
だ

し
、
ワ
ト
ソ
ン
が
共
和
政
期
に
お
け
る
官

G
P
E
E
-
の
存
在
を
推
測

し
、
本
人
と
の
訴
訟
は
官

2
・
0
Bロ
・
同
・
同
様
事
務
管
理
訴
権
に
よ
っ
た

と
考
え
る
べ
き
だ
と
す
る
の
に
対
し
、
ザ
イ
ラ
ー
は
、

H
U

円
ロ
ロ
・
包

-r・
に

対
す
る
事
務
管
理
訴
権
を
認
め
る
史
料
は
な
い
と
す
る

(ω
主

2
・
ω・H
H
N
-

〉ロ
B
・

s・
た
だ
し
冨
自
ι・
℃
・
き
で
は
ワ
ト
ソ
ン
も
事
務
管
理
訴
権

の
成
立
に
否
定
的
で
あ
る
(
註
汀
参
照
)
)
。

ザ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
胃
o
n
-
E
E
と
い
う
概
念
の
形
成
は
、
後
見

人
、
保
佐
人
以
外
で
「
他
人
の
名
義
で
訴
訟
を
行
う
と
芯

5
5
E
5

白
岡
町
円
巾
」
事
案
を
一
個
の
総
称
の
も
と
に
包
括
す
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
持

つ
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
、
「
他
人
の
名
義
で
(
の
巳
-hr
∞M
-
E
H
)
」
訴

訟
を
行
う
場
合
に
は
委
任
に
よ
る
場
合
(
訴
権
消
耗
の
効
力
あ
り
)
と
そ

う
で
な
い
場
合
(
訴
権
消
耗
の
効
力
な
し
〉
と
が
あ
っ
た
(
C巳
・
人
間
切
∞
品
)

た
め
、
こ
れ
ら
を
区
別
し
な
い
官

2
・
主
主
・
の
概
念
は
生
彩
を
欠
く

北法33(3・344)932 



ローマ法学の方法について

あ
ま
り
意
味
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た

3
・
ロ
じ
。

(
お
)
ザ
イ
ラ
ー
は
、
ワ
ト
ソ
ン
の
挙
げ
る
法
文
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
挙
げ
て

い
る
〈

ω・
ロ
ド
〉
ロ
ヨ

-APSo
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
述
(
ゴ
一
)
参
照
。

(
お
)
ω
・
ロ
N
・
具
体
例
と
し
て
は

c
q・
0
・
N
r
r
N
印
・
ω
を
挙
げ
る
の
み

で
あ
る
。
こ
の
法
文
に
つ
い
て
は
後
出
会
ニ
〉
③
参
照
。
な
お
、
ザ
イ

ラ
I
自
身
に
よ
る
引
用
は
な
い
が
、
同
様
の
理
解
の
可
能
性
は
す
で
に
ミ

ッ
タ
イ
ス
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
彼
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
『
個
別
的
な
授
権
を
受
け
た
者
も
ま
た
プ
ロ
グ
ラ

I
ト
ル

に
含
ま
れ
る
と
い
う
点
で
も

2
2
g
S円
三
概
念
の
拡
張
が
次
第
に
行
わ

れ
た
。
ネ
ラ
チ
ウ
ス

(
Z
R・
〉
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
の
現
象
は
、
一
部
は
、

プ
ロ
グ
ヲ

1
ト
ル
に
言
及
す
る
規
範
の
拡
張
解
釈
と
関
係
し
て
い
る
。
』

(
F
-
V向
伊
丹

Z
U咽
同

N
E
B
-田
n
y
g
可
江
〈
白
押
同

mwnF
件
グ

H
唱。∞
"
ω
'
N
ω
白
)

(
日
出

)ω
・口問一

ω・
ロ
タ
〉
ロ
ヨ
-

A

片
山
・
し
か
し
、
司
H
o
n
-
c
E
・
円
・
が
ザ
イ
ラ

I
の
理
解
す
る
よ
う
な
者
(
実
質
は
「
受
任
者
」
)
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス

(
c
f・
)
が
「
受
任
者
」
と
「
使
者
」
と
の
区
別
を

問
題
に
し
た
と
は
考
え
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
ザ
イ
ラ
ー
が

∞
-
H
5・
〉
ロ
B
-
A
G
で
参
照
さ
せ
て
い
る
ラ
l
ベ
ル
は
、
単
に
「
使
者
」

と
同
VHon-
口三
-
H・
の
区
別
が
問
題
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
あ
る
者
た
ち
(
宮
正
O
B
)

は
使
者
が
。
フ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
と
は
呼
ば
れ

な
い
と
と
(
回
目

2
2
以
下
〉
を
当
然
の
前
提
と
し
、
そ
こ
か
ら
類
推
し
て

「
5
2
E
E
B
(契
約
上
の
委
任
で
は
な
く
役
務
の
指
図
と
〔
授
権
の
〕

意
思
表
示
の
こ
と
)
を
受
け
た
者
」
を
プ
ロ
ク
ラ

1
ト
ル
と
呼
ぶ
こ
と
を

否
定
し
た
の
だ
、
と
ラ
l
ベ
ル
は
理
解
す
る
の
で
あ
る
(
閉
山
由
宮
]
(
註
お
〉

ω・
品
叶
品
)
。
デ
ュ
ル
は
、
ポ
ム
ポ
ニ
ウ
ス
(
司
c
g司
・
〉
が
伝
え
る
論
争
が

ま
さ
に
「
使
者
ロ
E
E
E白
」
と
官
o
n
-
E
T
H・
と
の
区
別
を
問
題
に

し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
(
戸
ロ
ロ
ロ
・

d
r
巾
吋
〉
ロ
閉
山
門
N
O
ι
F
E
E
2

T
o
-
-
Z円
C
O
H
ロ
ロ
間
目
自
問
同
国
「
宮
古
E
E
M
r
s
-
ω
n
r
E
H
O
E
-
ω
口
宮
口
閉
山
2
E
-

ω
N
S
(
H
g
c
)
ω
・
見
出
)
。
本
法
文
で
扱
わ
れ
る
告
示
に
つ
い
て
は
註
社

参
照
。

(
叩
山

)
H
ι
・
〉
ロ
m
m
Z
ロ
ア
ロ
A
司
H
0
2
g
g
H
V
5
2・
〔
以
下
〉
口
問
巾
Z
E
と
略

記
〕
匂
・

5
u・
な
お
筆
者
が
参
照
し
え
た
の
は
匂
・
H
S
i
呂
田
(
主
と
し
て

官

2
・
5
r
H
-
と
同
)
H
o
n
-
E
E
-
を
扱
っ
た
部
分
〉
の
み
で
あ
り
、
本

書
の
全
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
欠
い
て
い
る
。

(
叩
〉
彼
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
凶
に
属
す
る
も
の
は

c
f・
0
・
口
-
Y
H
N
-
斗

(
後
出
法
文
②
γ

C
ず
り
・
品
目
w

斗・
ω
u
M
(
法
文
⑤
〉
w

巴同

y
u
-
P
H
0・

H斗・

5
(法
文
⑥
Y
H
ι
2
-
-
U
-
H
M
・
M
-
H
吋
・
ω
(
法
文
⑦
)
で
あ
り
、
悩

に
属
す
る
も
の
は

d
q・
ロ
-
E
w
ω
w
m
(
ア
ル
ベ
ル
タ
リ
オ
の
み
が
挙
げ

る
法
文
の
よ
う
で
あ
る
〉
唱

c
q
-
U
-
Mゲ
ゲ
旧
日
・
ω
(
法
文
③
γ
司
2--

ロ
-
H寸
w
M
・
S
-
斗
(
法
文
⑧
)
・
同
M
m

山
-
Y
ω
-
M
(
法
文
⑨
)
で
あ
る
。

(州制)甘・

3
叶
1
5∞
・
「
委
任
を
受
け
た
プ
ロ
ク
ラ
l
ト
ル
」
を
め
ぐ
っ
て
古

典
期
に
形
成
さ
れ
た
原
則
を
一
般
化
し
「
プ
ロ
グ
ラ
!
ト
ル
」
を
法
概
念

と
し
て
純
化
す
る
た
め
に
ユ
帝
が
り
・
ω
"
u
-
H
匂
H

・
(
註
日
)
を
「
修
正
」

(
プ
ロ
ク
ラ
1
ト
ル
を
「
受
任
者
」
と
定
義
(
註
回
参
照
)
)
し
た
の
を

う
け
て
、
本
法
文
で
は
個
別
的
受
任
者
も
プ
ロ
グ
ラ

1
ト
ル
と
呼
ば
れ
る

こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
「
修
正
」
が
な
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
に

対
し
プ
ル
デ
l
ゼ
は
、

c
q・
ロ
-
N
H
・
H
-
M
印
w
ω
(
法
文
③
)
、
司
∞
-
y
u
-
N
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研究ノート

〈
法
文
⑨
)
な
ど
を
根
拠
に
官
o
n
-
E
E
-
以
外
の
官
o
n
・
ロ
己
・
叶
・

の
古
典
期
に
お
け
る
存
在
を
主
張
し
て
い
る
(
〉
・
回
E
E
g
p
ω
己

ザ同
onEH包
O
円
凶
(
曲
目
肖
OHucmxo
含

-z-ロ
B
m
e
E
2
0
〉
口
問
。
一
戸
巳
)

ω
ロ
ω吋
(
同
国
吋
H
)
匂
-
U
N
3
0

(

4

)

レ
I
ネ
ル
は
、
本
法
文
で
扱
わ
れ
る
の
は
「
他
人
の
名
義
で
訴
訟

し
う
る
者
に
つ
い
て
」
の
告
示
で
あ
る
と
し
、
そ
の
告
示
で
は
「
卑
族

r
Z
2」
「
尊
属
官

zzg」
「
兄
弟
『
Z
H
Z
M」
「
姻
族
包
出
口
町
己
「
被

解
放
者

r
Z
H己
」
(
巴
旬
。
・
ω
w
u
-
U
印
胃
・
に
よ
る
)
「
夫
三
円
」
(
ロ
ザ

ロ
・
怠
h
u
p
u
に
よ
る
)
の
他
、
「
後
見
人

E
S吋」

(cq-
ロ
-ASuUJω
・

印
に
よ
る
)
、
「
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
同
V
B
E
E
S
H」
(
本
法
文
の
他

d
f・ロ-

p
p
H
W
臼
U

の巳・

ι・
∞
去
り
・
臼
ψω
唱え目、一一回)・臼
wu-hHmw一
に
よ
る
)
が
言

及
さ
れ
て
い
た
と
す
る
(
。
・
円
、
gjo--
ロ白
ω
開門

Z
n
g
B
-
v
o
G
2
Z
E
E
-
ω
・

〉
え
-
-
w
H
U
N
ア

ω・8
1
c
m
)
。
そ
し
て
、
法
務
官
、
が
「
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
」

を
定
義
を
欠
い
た
ま
ま
告
示
に
掲
げ
た
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
、
本
法
文
や
の
包
-

A

「
主
に
お
け
る
法
学
者
の
論
争
が
理
解
さ
れ
う

る
と
述
べ
る

(ω
・
甲
田
〉
。
こ
れ
に
対
し
ベ

l
レ
ン
ツ
は
、
確
か
に
告
示

中
に
「
プ
ロ
グ
ラ

I
ト
ル
」
が
言
及
さ
れ
て
は
い
た
が
(
回
。

r
E合唱

可

S
E
E
Sア

ω
日
印
ゲ
〉
ロ
自

-
H
8・
同
晶
子
工
印
)
、
そ
の
告
示
の
主
眼

は
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
に
新
た
に
訴
訟
代
理
権
限
を
認
め
る
こ
と
で
は
な
く

(
そ
の
権
限
は
す
で
に
法
学
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
)
、

「
普
き
人
の
判
断
に
よ
っ
て
ぎ
己
三
ユ

R
E
Z
E
Z」
と
の
文
言
を
含
む

一
般
条
項
に
よ
っ
て
訴
訟
代
理
人
に
担
保
提
供
義
務
と
防
御
義
務
と
を
要

求
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る

3
・回目
3

0

(必)同》

S
H
I
H
S
-

ア
ン
ジ
エ
リ
l

ニ
の
推
論
は
以
下
の
よ
う
に
組
立
て

ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
彼
は
、
官
o
n
-
E
E・
が
古
典
期
の
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認

す
る
〔
℃
・

Hai呂
田
・
彼
に
よ
れ
ば
、
川
奴
隷
に
よ
る
訴
訟
代
理
は
認
め
ら

れ
ず
凶

g悶巳
S
H
に
よ
る
訴
訟
代
理
で
は
任
命
の
際
の
方
式
性
が
問
題

に
な
る
と
い
っ
た
困
難
を
回
避
す
る
た
め
に
、
法
務
官
が
告
一
不
に
お
い
て

同UHon-
を
規
定
し
た
守
・
見
出
〉
。
同
U
H
o
n
-
O
B
ロ
-
H

も
訴
訟
代
理
を
な
し

え
た
が
、
後
の
学
説
は
こ
れ
と
区
別
し
て
右
の
よ
う
な
訴
訟
代
理
の
み
の

た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
を
匂
g
n
・
包
】
エ
と
呼
ん
だ
(
同
y
見
出
足

3
。

こ
の
よ
う
な
胃

2
・
旦

E
・
が
承
認
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
争
い
が

あ
る
が
(
キ
ケ
ロ
の
頃
に
す
で
に
存
在
し
た
(
ワ
ト
ソ
ン
〉
の
か
、
存
在

し
な
か
っ
た
(
メ
ッ
ケ
)
の
か
)
、
彼
自
身
は
、
キ
ケ
ロ
の
頃
に
は
知
ら
れ

ず
そ
の
後
に
形
成
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
と
す
る
守

-gMl広町)〕。

次
に
、

c
q・
ロ
-
u
・
ω
-
f
H
も
本
来
は
こ
の
官
o
n
-
E
T
-
を
扱
っ

た
も
の
で
あ
る
と
す
る

E
・H
ミ
・
そ
の
理
由
と
し
て
彼
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ

ス
ハ
ピ
ザ
・
〉
『
告
示
註
解
』
第
九
巻
が
訴
訟
代
理
を
内
容
と
す
る
と
考
え
ら

れ
る
(
レ

l
ネ
ル
)
こ
と
と
、
続
く
法
文
(
ロ
・

ω
"
ω
-
r
N
l註
日
参

照
)
が
訴
訟
代
理
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
〕
。

そ
し
て
右
の
官

2
・国

L
E
-
が
常
に
本
人
か
ら
の
委
任
を
必
要
と
し

た
か
を
検
討
し
た
上
で
〔
℃
-
H
S
J
巴
ゲ
こ
の
点
に
つ
い
て
も
学
説
の
対
立

が
あ
る
守
・
お
少
ロ
・

3
・

a)〕、己】匂・
0
・
u
-
u
w
H
W
H
で
は
、
委
任
は
受

け
た
が
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
と
は
呼
ば
れ
な
い
者
も
、
委
任
を
受
け
た
胃

2

1

F・
と
同
様
に
訴
訟
代
理
を
な
し
う
る
か
、
す
な
わ
ち
、
委
任
を
受

北法33(3・346)934 



官ーマ法学の方法について

け
た
プ
ロ
ク
ラ

1
ト
ル
が
行
う
訴
訟
に
認
め
ら
れ
る
訴
権
消
耗
の
効
果

(
C
S・
o・
主
咽
M
-

ロ・

3
を
単
な
る
受
任
者
の
場
合
に
も
認
め
う
る
か
、

が
問
題
に
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
守

-
g
C。

な
お
ア
ン
ジ
エ
リ
l

ニ
は
、
右
に
述
べ
た
訴
訟
代
理
の
告
示
の
他
、
暴

力
に
関
す
る
特
示
命
令

c
z
o
E円2
E
U
ι
0
2
)
お
よ
び
武
装
さ
れ
た
暴

力
に
関
す
る
特
示
命
令

(
5芯
E
5
z
s
r
2
2自
己
巴
に
つ
い
て
の

告
示
〈
註
お
参
照
〉
と
手
中
物
(
奴
隷
)
売
却
に
関
す
る

2巾
S
E
n
-立
5

2
口
弘
己
主
乞
告
示
(
註
幻
対
応
本
文
〉
の
解
釈
作
業
を
通
じ
て
、
単
な

る
社
会
的
経
済
的
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
と
い
う
も
の

が
法
技
術
的
な
概
念
へ
と
高
め
ら
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
な
・

5
3
0

ハ
刊
日
)
者
印
仲
田
o
p
冨
吉
ι・刀
-
E
l
g
-
F
P
F
Z品
・
問
。
三
∞
-HHMV
〉
ロ
ヨ
-

AHN・
(UH)
戸

g
m
f
巴
v
・
ω-Mum-NU叶
・
本
法
文
中
の
反
訴
訟

g
E
Zユ
Z
E
E
-

《
虫
色
ロ
日
は
彼
に
よ
れ
ば
求
僚
の
た
め
の
事
実
訴
訟
で
あ
る
。
通
常
は
市

民
法
上
の
反
訴
訟
と
解
さ
れ
る
ハ
た
と
え
ば
同

ω口
「
司
氏
N
u
-
-
呂
田
択
。
ー

ロ
古
山
同
区
世
間
E
E
ω
N
3
(
S
E
)
ω
・
コ
hlH叶
印
)
が
、
ワ
ト
ソ
ン
は
レ

l
ネ
ル
の
よ
う
な
理
解
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
〈
宮

S
F
同y
E
l
g
)。

(
日
制
)
〉
ロ
崎
町
ピ
ロ
ケ
円
yHU1hr
ロ
-N由・

(
必
)
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
独
訳
・
仏
訳
(
原
田
前
掲
書
(
註
2
)
〔
文
献
と
略
語
〕

二
頁
参
照
〉
は
、
訳
出
し
た
よ
う
に
め
百
℃
S
F
P
E
E
P
H
)円
。
ロ
ロ
円
三
日
の

三
者
を
並
列
的
に
理
解
す
る
の
に
対
し
、
英
訳
(
原
因
同
所
参
照
〉
は
、

2
6
5ユ
国
内
由
自
主
白
(
買
主
の
家
族
)
と
官
0
2円巳
D
吋

2
5
〈
〔
買
主

の
〕
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
)
と
の
二
者
を
並
列
的
に
解
す
る
。

(
幻
)
ロ
!
?
法
に
お
け
る
売
主
暇
庇
担
保
責
任
に
つ
い
て
は
、
柚
木
馨

『
売
主
張
疲
担
保
責
任
の
研
究
』
(
一
九
六
三
年
)
一
!
七
八
頁
参
照
。
本
告

示
に
関
し
て
は
と
く
に
九

l
二
O
頁
参
照
。

ハ品切〉

ω
2
-
2・
Z
町四・間町田同・

ω-HMM-

(
必
)
註
初
参
照
。
そ
こ
で
ミ
ッ
タ
イ
ス
が
挙
げ
て
い
る
法
文
は
、
本
法
文

の
他

C
S
・ロ・

ω・
ωwHUH(法
文
①
γ
c
f・
0
・A
∞
-
N
U
-
N
(法
文
⑥
γ

同ME--
ロ
-HMWMWH叶・
ω
(法
文
⑦
)
で
あ
る

(ω
・
呂
田
・
〉
ロ
ヨ
・
戸
日
〉
。

(
印
)
者
三
目
。
P
富
田
口
仏
・
匂
・

2
・

(
日
)
シ
ュ
ル
ツ
は

3

ロ
Oロ
OEWE-HrmqR
に
つ
き
、
「
プ
ロ
グ
ラ

l
ト
ル

と
は
誰
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
警
告
は
滑
稽
で
あ
る
と
し

て
、
こ
の
部
分
の
「
修
正
」
を
主
張
す
る
。
彼
は
、
古
典
期
に
お
け
る
プ

ロ
グ
ラ
i
ト
ル
概
念
の
拡
大
を
認
め
は
す
る
も
の
の
、
個
別
的
授
権
を
受

け
た
者
は
訴
訟
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
を
除
い
て
な
お
プ
ロ
グ
ラ
l

ト
ル
と
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
、
ミ
ッ
タ
イ
ス
(
註
お
)
に
反
対
す
る

(ωnF己
N
唱
開
冒
{
口

7
2ロ
四
回
ロ
色
白
帥

ω
Z仏
E
B
仏
2
D
F問
。
切
窓
口
・
同
由
回
目
"

ω・
3
一切

udw
〉ロ
g
・印
w
〔〉口問。
-
2
r
勺
-
H
叶N
-

己-
H
A
〕)。

(閉山)∞冊目回同町ロ色
FHν
円。
-2同
白
円
。
ァ
∞
-
N
∞∞
a
E
M
∞U
-

(
臼
)
〉
ロ
mNO--2・
MY
一
戸
、
芯
ア
ン
ジ
エ
リ
l
ニ
は
、

C
}
匂・

0
・
N
Y
H・
H-H

の
告
示
中
に
み
ら
れ
る
言
。
2
2
5円
が

F
自
己
宣
と
並
ん
で
挙
げ
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
こ
で
の
円
】
Hon-
は
当
初
は
法
的
な
観
念
で

は
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
本
法
文
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ネ
ラ
チ
ウ

ス

(
2
2・
〉
が
言
。
口
・
の
概
念
を
限
定
し
た
と
考
え
る
。

(

臼

)

=

〈

2
5
司

8
2
5
5
円三
-
E
r
g
-
U
3
E
g
g
-駄
の
古
典
性
や
意
味

北法33(3・347)935 



研究ノート

に
つ
い
て
理
解
の
対
立
が
あ
る
が
(
切
m
r
zロ含・

-
M
g
E
S
S
H
W
ω
-
N叶
NW

〉ロ
B
-
M
U
C、
十
分
な
解
明
は
未
だ
に
な
さ
れ
て
い
な
い
(
町
内
館
内
『
句
一
一
w
N
S

(註
7
)
ω
・
5uu
〉ロ
B
・
5
T
M
5出
)
と
さ
れ
る
。

(
日
)
ク
ラ
ウ
ス
は
本
法
文
に
お
け
る

3
B
S
L
R巾
F
が
「
任
命
す
る
」
の

意
味
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
(
〉
・

2
2
p

。22}口
内
ロ
コ
町
宮
内
一
}
〈

2
・

同H
2ロロ悶

F
B
河
町
田
町
nHMめ
ロ
司
ユ
〈
由
同
円
。
nrf
同也、吋
ω・
ω・
ωC印
ロ
・
〉
ロ
日
・

回
目
白
)
。
筆
者
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
公
』
r
y
)
が
す
で
に
委
任
訴
権
を
認
め

て
い
る
こ
と
(
巧
包
8
p
ζ
自
色
・
ヲ
怠
)
か
ら
、
一
応
「
委
任
」
と
訳

し
て
お
く
。

(
出
)
聞
内
出
回
巾
ア
初
日
v
m
F
ω
・由一山斗・

ハ
閉
山
)
ベ

l
レ
ン
ツ
は
、
本
法
文
も
や
は
り
本
来
は
例
型
と

ω型
の
プ
ロ
グ

ラ
l
ト
ル
を
扱
っ
て
い
た
の
だ
が
後
に
ユ
帝
に
よ
り
例
型
の
み
へ
と
「
修

正
」
さ
れ
た
(
註
部
幻
参
照
)
と
す
る
(
切
与
吋
S
F
H
M
H
O
E
g
gア
句

日∞印
lN∞
由
)
。
ア
ン
ジ
エ
リ

I
ニ
も
も
己
凹
宮
n
E
-
R
H
R
の
部
分
が
「
修

正
」
で
あ
る
と
す
る
(
〉
ロ
伺
己
z
r
℃

-
E
C。

(
臼
)
柴
田
訳
(
註
H
)
六
四
四
|
六
四
五
頁
参
照
。
レ

l
ネ
ル
は
、
こ
こ

で
は
本
来
由
同
G
E
E
-
o
ち

5
官
白
色
叩
ピ
片
岡
田

2
i
z
E
R
E
B
(訴
訟

物
お
よ
び
果
実
〔
返
還
〕
の
保
証
人
の
た
め
の
問
答
契
約
〉
が
論
じ
ら
れ

て
い
た
と
す
る

(
F
g
己
w

H

W

司

ω・
2
町
一
∞
・
臼
∞
・
〉
ロ
自
・

6
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
柴
田
訳
(
註
日
)
一
コ
二
頁
参
照
。

(印)回叩『円角川口円四日
r
司同
or51由同
Oア
∞
-M∞∞・

(
印
)
〉
ロ
悶
丘
一
口
r
目

M-H2・ロ・同町・

(町山

)
ω
2
-
m
H
W
z
o
m
-
m
g
?
ω
・
ロ
ゲ
〉
ロ
B
-
u
u・

(
位
)
宮
・
円
内
印
凹
2
・
ロ
g
H
U
B
-田口
r
m
N
Z
H
r
u円。
N
m
F
2
T
u
呂
田
町
〔
以
下

岡山
N
閉
山
と
略
記
Y

∞
-
E∞w
〉ロ
B-
∞-

(
臼
)
〉
口
問
。
ロ
巳
・

-YH∞ゲ

P
A
S
-
∞角川
}
J

吋町口《民間切同》
HorE-m凶
円
。
ァ
∞
-M∞由・

(
臼
)
ロ
-HM・
M-H吋
同
)
円
・
に
お
い
て
、
乙
己
目

2
5ロ内
H
E
B
。
H
H
Z
Eハロ口
HEHHHR

(
法
廷
外
に
お
け
る
宣
誓
)
が
お
し
も
ど
さ
れ
令
市
町
m
q
C
え
な
い
こ
と

(
H
H
被
告
の
側
か
ら
原
告
に
対
し
て
逆
に
宣
誓
を
要
求
し
え
な
い
こ
と
)

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
カ
l
ザ
ー
に
よ
れ
ば
巾
と
S

E
込山口
Z
B
は
「
修

正
」
で
、
本
来
は

5
2
5
(法
廷
に
お
け
る
)
で
あ
っ
た
。
同
ハ
白
田
巾
ア

閉山
N
F
ω
-
H∞
∞
"
〉
ロ
g-AH)0
・h
o
p
口
OR
の
意
味
に
つ
き
柴
田
訳
(
註

日
比
)
六
コ
一
五
頁
参
照
。

(
邸
)
ロ

l
マ
法
上
「
債
権
譲
渡
」
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
不

利
益
を
回
避
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
訴
訟
代
理
人
の
こ
と
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
柴
田
訳
(
註
M
)
四
三
二
一
貝
参
照
。

〈
印
)
〉
ロ
岡
町
-
z
r
司-
H
U
1
h
p

ロ日目・

(
目
別
〉
註
初
。
参
照
。

(
印
)
〉
口
問
巾
F
H
r
℃

-H叶
ω・

(
印
)
レ
ヴ
ィ
は
、
「
あ
る
い
は
す
べ
て
の
事
務
も
し
く
は
一
部
の
事
務
の

た
め
に
」
の
部
分
は
パ
ウ
ル
ス
(
同
ME--)
の
あ
る
別
の
資
料
か
ら
付
加

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
本
来
の
パ
ウ
ル
ス
の
法
文
に
お
い
て
は
、

c
q・
ヮ
-
u
-
ω
-
Y
H
に
お
け
る
と
同
様
に
「
使
者
」
と
一
定
の
独
立
し
た

プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
類
型
と
の
区
別
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
(
何
-

C
4‘
F
ロロ

ω
E
S
E
-
F
H
U
S
w
匂
・
叶
∞
)
。
ま
た
後
に
彼
は
、
委
任

と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
の
権
限
を
制
限
す
る
た

北法33(3・348)936 



官ーマ法学の方法について

め
に
「
パ
ウ
ル
ス
の
断
案
録
」
の
編
者
が
ヌ

2
・
口
三
・
?
を
承
認
し
た

と
し
て
、
本
法
文
を
引
用
し
て
い
る
宵
・
ピ

4
・
巧

2
円。

E
回
目
宮
〈
ロ
l

-
岡
山
門

E
w
n
y
f
U伊川
w
o
r
t
間
mwzo
ロぬ口吋伶ロ
y
f
H
由日
A
Y
ω

・
目
印
)
。
ア
ン
ジ
エ
リ

l

ニ
は
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
プ
ロ
ク
ラ
l
ト
ル
は
「
社
会
経
済
的
形

象
」
と
し
て
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
(
〉
口
問
。

-zr
ヲ
ミ
ω
可
。
。

(
刊
)
巧
丘
団

g-
玄
Eι
・唱

-g-

(
m
U
)

カ
l
ザ
l
自
身
の
説
明
は
な
い
が
、
本
法
文
は
ソ
ラ
ッ
チ
が
挙
げ
る

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
(
ア
ラ
ン
ジ
ョ
・
ル
イ
ツ
の
説
明
に
よ

れ
ば
)
ソ
ラ
ッ
チ
は
、
も
し
言
。
口
・

0
自
ロ
・
吋
・
と
し
て
し
か
プ
ロ
グ
ラ

l
ト
ル
が
存
在
し
え
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
利
子
付
き
で
金
を
貸
し
た
り

土
地
を
耕
し
た
り
果
実
を
収
取
し
た
り
す
る
相
続
人
を
マ
ル
ケ
ッ
ル
ス

〈豆
R-〉
が
プ
ロ
ク
ラ

i
ト
ル
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と

し
て
本
法
文
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
プ
ラ
ン
ジ
ョ
・
ル
イ

ツ
は
、
相
続
人
が
い
わ
ば

Y
2・0
日
ロ
・
円
・
と
し
て
全
相
続
財
産
中
の
一

部
を
管
理
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
(
〈
・
〉

g
ロ悶
5
l
m己
N
L
-
5
2合
5

2
L
E
3
0
5
E
g
o
-
H
E
P
同

V
H
S
。

(
均
)
吉
野
(
註
2
〉
、
二
ハ
一
一
一
真
。

(
百
)
吉
野
(
註
2
〉
、
一
六

O
頁
、
一
六
三
頁
。

ハ
ロ
〉
冨

wz-〔
註
時
〉
目

ymE-
ミ
ヅ
シ
ェ
ル
は
、
契
約
の
締
結
や
訴
訟

の
代
理
を
委
任
さ
れ
た
者
が
言
。
円
・
ロ
ロ
「
?
で
あ
る
と
し
、
本
法
文
か

ら
言
。
口
・

5
】
円
・
の
古
典
伎
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。

(
河
)
阿
ハ
白
百
円
噂
剛
山
可
河
口

w
∞-
H
o
f
〉ロヨ・

u
u
ω
-
A
H
回、吋・

(
河
)
同
内
白
凹
巾
♂

ω
N
2
・
ω
H
U
P

〉
ロ
ヨ
・

5
u

お
よ
び
そ
こ
に
ほ
F

げ
ら
れ

る
回
c
E
2
0
(註
必
)
司
-
U
N
O

参
照
。

(村川〉同》
Hon-
主
宮
・
の
任
命
は
、

g間
口
ご
ミ
の
任
命
の
場
合
と
異
な
り

方
式
性
を
要
し
な
い
の
で
ハ
柴
田
訳
(
註
U
)
六
四
四
頁
参
照
)
、
そ
れ

が
常
に
委
任
に
よ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
学
説
の
対
立
が
あ
る
も
の
の

(
註
必
参
照
)
、
「
委
任
を
受
け
た
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
」
と
「
受
任
者
」
と

の
区
別
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(
市
)
(
一
)
冒
頭
で
紹
介
し
た
カ
l
ザ
l
自
身
の
理
解
を
こ
こ
で
簡
単
に
整

理
し
て
お
き
た
い
。
ヵ
l
ザ
ー
は
閉
山
句
列
目
の
第
二
版
。

5
3
で
は
ア

ル
ベ
ル
タ
リ
オ
ら
の
見
解
止
を
引
い
て
、
個
別
的
事
務
の
た
め
に
任
命
さ
れ

た
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
で
古
典
期
に
属
す
る
の
は
お
そ
ら
く
は
官

2
・
邑

-z
の
み
で
あ
る
と
し

3
・
8
H
ロ
・
〉
ロ

g-
企
)
、
者
三
日

o
p
玄
Eι
・に

対
す
る
書
評
ハ
呂
田
日
)
に
お
い
て
は
、

M
V同

o
n
・
己
己
-
H
・
を
官
。
円
-
o
g
ロ-

H
-

と

官

o
n
-
E
E
-
と
の
中
間
的
類
型
で
あ
る
と
し
た
(
註
同
参
照
)
。

そ
し
て
冒
頭
に
紹
介
し
た
部
分
で
は
胃

2
・
包

E-
以
外
の
個
別
的
任

務
ハ
o
g
N
O
F
O
K
F三
関
与
自
〉
の
た
め
の
プ
ロ
ク
ラ
l
ト
ル
の
事
例
も
お

そ
ら
く
は
古
典
期
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
官

2
・
EMM-

H

・
(
c
f・り・
ω
・ω
w
r
乙
で
あ
る
と
し
た
。
と
こ
ろ
が

ω
N
旨
(
註
7
〉

に
お
け
る
唱
g
n
・
5
ロ
「
?
の
捉
え
方
は
右
と
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
『
こ
れ
な
H
o
n
-
O
Bロ
・
ヲ
〉
と
な
ら
ん
で
、

人
々
は
す
で
に
共
和
政
の
比
較
的
早
い
時
代
か
ら
、
し
ば
し
ば
上
流
の
階

層
の
出
身
で
、
委
任
に
も
と
づ
い
て
本
人
の
た
め
に
単
に
個
別
的
事
務

守
山
口
お
宮
町
〉
口
問
包
括

gz-克
己
あ
る
い
は
集
合
的
事
務
を
行
う
プ
ロ
グ

ラ
l
ト
ル
を
知
っ
て
い
る
。
訴
訟
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
も
ま
た
こ

北法33(3・349)937 
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れ
に
属
す
る
。
:
:
:
こ
れ
に
対
し
、
他
人
の
た
め
に
唯
一
の
事
務
公
5

2
自
己
口
市
印
。

g
n
r氏
。
を
行
う
者
を
も
プ
ロ
ク
ラ
l
ト
ル
と
呼
ぶ
べ
き

か
ど
う
か
は
、
古
典
期
の
法
学
者
の
闘
で
な
お
争
わ
れ
て
い
る

4
3
N

2
・
ω-SH)
と
述
べ
ら
れ
て
る
。
こ
こ
で
争
い
が
あ
っ
た
と
カ

I
ザ
ー
が

一
言
う
史
料
的
根
拠
は

d
f・ロ・
ω

・ω
-
H
-
H

以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と

す
れ
ば
彼
は
、
こ
こ
で
は
こ
の
法
文
①
を
「
唯
一
の
事
務
の
た
め
の
プ
ロ

グ
ラ
l
ト
ル
」
の
史
料
と
し
て
引
用
し
、
同
N
E
N
-
で
は
「
個
別
的
任
務
の
た

め
の
プ
ロ
グ
ラ
l
ト
ル
」
の
史
料
と
し
て
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
た
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
カ

l
ザ
l
の
官
2
・ロロ即
-

H
・
お
よ
び
法
文
①
の
捉
え
方

は
微
妙
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ザ
イ
ラ
l
、
ア
ン
ジ
エ
リ
l
-
の
い

ず
れ
の
よ
う
に
解
す
る
に
せ
よ
、
法
文
①
に
お
け
る
論
争
は
告
示
ト
z

の
「
プ

ロ
グ
ラ
I
ト
ル
」
概
念
の
「
受
任
者
」
へ
の
拡
大
を
め
ぐ
る
も
の
と
し
て

理
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
単
に
こ
れ
を
官
2
・
c
E
H
自
体
を
め
ぐ
る

論
争
と
し
て
捉
え
る

(
ω
N
2・∞
-
H
∞N
k
r
ロ
B
-
E
S
だ
け
で
は
不
十
分

で
あ
ろ
う
。
な
お
次
曲
目
開
門
w
H
N
E凶
同

(
H
3
3
で
は
さ
ら
に
記
述
の
仕
方

が
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
ハ
ロ
ザ
・
ロ
・
∞
噌

ω
-
r
H
は
お
そ
ら
く
は
純
粋
で

は
な
い
一
般
化
を
含
ん
で
い
る
が
本
質
的
に
は
古
典
期
の
も
の
で
あ
っ
て

3
・
H
O
H
-

〉ロ
B-
回
〉
、
訴
訟
の
た
め
の
官
on・
と
な
ら
ぶ
唱
H
O
R
-

ロロ「

戸
の
諸
事
例
も
確
か
に
古
典
期
の
も
の
で
あ
る
と
い
う

3
・
企
斗
)
)
が
、

ω
N
S
(
5
2
)
以
降
も
彼
の
ロ

l
マ
私
法
の
教
科
書

(mBEZZω

可ユ
Z
弓
2
7
y
(
註
2
)
・

5
3・
ω・
5
印
・
柴
田
訳
(
註

μ
)
一
二
六
五

頁
)
の
記
述
は
月
間
ぶ
こ
と
同
様
で
あ
る
。

(
刊
)
言
。
口

-
E
-
F
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
ハ
本
人
と
の
内

部
関
係
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
(
註
必
参
照
)
、
出
現
の
時
期
は

い
つ
頃
か
(
註
汀
参
照
)
、
い
か
な
る
理
由
で
司
3
口
包
ご
?
と
し
て
の

承
認
を
得
た
の
か
(
註
U
M
4
C
参
照
)
な
ど
て
本
稿
で
は
、
そ
の
古

典
性
に
つ
い
て
は
今
日
争
い
が
な
い
こ
と
を
理
解
し
え
た
に
と
ど
ま
る
。

さ
ら
に

d
f
.
ロ
.
∞
-
u
L
W
H

の
巴
nzz
以
下
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か

も
問
題
で
あ
ろ
う
(
註
釘
お
よ
び
〉
ロ
mmロ
ロ
「
℃

-Hgw
ロ・

8
参
照
)
。

〈
叩
〉
呂
町
内
8
2・
N
C『

Z
2
r
c
p
L
2
H
E
5
5
r
g
m
2
F
E
E
L
Eロ四
u

g
S
(
H同
8
2・
〉
己
凶
間
内
4
4
浮
ニ

g
ω
ロZ
F
F
mロ
グ
同
由
吋
AYω-uロ・)・

(
引
叫
)
た
と
え
ば
町
内
白
切
の
ア
何
回
以
何
回
・
∞
-NHNW
〉
ロ
日
・
口
・
参
照
。

ハ
回
〉
、
『
・
〈
広
7
4司
A
W

悶・吋，
o
y
r
g丘
】
戸
円
佐
官
同
=
《
目
。
ロ
N
W
H
U
印
ω
〈印・〉戸内戸・

5
3・
植
松
秀
雄
訳
『
ト
ピ
ク
と
法
律
学
』
(
一
九
八

O
年
)
)
・
』
-
F
E
F

の同ロロ門凶器片
N

ロロ
L
2
2
B
Z
L
m同同日ロ
r
g同-
r
r
g
H
1
D
Z玄
E
ロロ
m
L
g

]
V
H
F
4
白円円四円

Z
P
S印由
(
M
-

〉ロ白・

5
E〉・

(
回
)
カ

I
ザ
ー
は
、
「
ト
ピ
ク
的
な
方
法
」
を
単
に
「
帰
納
的
経
験
的
方

法
」
と
し
て
理
解
す
る
と
と
も
に
フ
ィ

l
ヴ
ェ
グ
の
ト
ピ
ク
論
を
念
頭
に

置
い
た
上
で
、
①
古
代
の
方
法
論
の
意
味
で
ト
ポ
イ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な

一
般
的
指
導
観
念
へ
と
個
々
の
解
釈
が
常
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
法
律
学

に
と
っ
て
本
質
的
で
は
な
い
、
②
ト
ピ
ク
的
方
法
に
よ
る
法
発
見
も
演
鐸

的
思
考
を
拒
否
し
え
な
い
(
前
掲
植
松
訳
七
二
|
七
四
頁
参
照
)
、
③
カ
ズ

イ
ス
テ
ィ
シ
ュ
に
形
成
さ
れ
る
法
秩
序
に
あ
っ
て
も
体
系
化
の
傾
向
は
軽

視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
の
三
点
に
注
意
を
促
し
て
い
る

3
・印臼〉。

(
倒
)
カ
l
ザ
l
は
ロ

l
マ
人
の
合
理
的
法
発
見
の
方
法
と
し
て
、
法
命
題

に
よ
る
場
合
の
他
に
、
事
案
の
状
況
そ
れ
自
体
に
よ
る
場
合
、
類
似
の
事

北法33(3・350)938 



ローマ法学の方法について

案
に
よ
る

(
H
H
類
推
〉
か
あ
る
い
は
対
立
し
た
事
案
に
よ
る
〈

1
反
対
解

釈
)
場
合
を
挙
げ
て
い
る

3
・
g
l
g
)
が
、
こ
れ
ら
相
互
の
関
係
〈
原

理
的
に
同
じ
こ
と
な
の
か
否
か
〉
に
つ
い
て
の
考
察
は
今
後
に
残
す
こ
と

に
し
た
い
。

(
白
山
)
こ
の
場
合
を
、
カ
l
ザ
ー
は
さ
ら
に
次
の
コ
一
つ
の
場
合
に
分
け
て
論

じ
て
い
る

3
・
8
i
m
G。
助
特
殊
な
法
命
題
に
よ
る
場
合
1

こ
こ
で
の

法
命
題
は
、
法
学
者
の
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
中
か
ら
経
験
的
に
獲
得
さ

れ
た
言
明
で
あ
っ
て
、
内
容
の
合
理
性
、
実
体
的
正
義
、
そ
の
法
学
者
な

い
し
先
人
の
権
威
な
ど
を
伴
う
限
り
で
の
み
将
来
に
対
し
て
も
通
用
力
を

有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
制
法
準
則
に
よ
る
場
合
|
ロ

i

マ
人
自
身
が
お
i

伺

E
F
と
呼
ぶ
一
般
的
に
定
式
化
さ
れ
た
準
則
命
題
に
よ
る
場
合
で
あ
る
。

し
か
し
〔
こ
れ
ら
の
一
般
的
準
則
は
そ
の
適
用
に
お
い
て
、
川
仰
の
特
殊
な

法
命
題
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
精
密
に
規
定
さ
れ
て
そ
の
射
程
距
離
を
画
定

さ
れ
た

3
・
8
)
た
め
〕
、
悼
と
同
様
、
法
認
識
の
独
立
の
拠
り
所
と
は

な
ら
な
い
(
句

2
「
U
・
8
・H
4
・
「
・
:
ロ
。
ロ
四
阿
見
関
口
F

Z
目
2
8田
Z
ア

回

向

島

市

H
E
H
m
門
右
足
町
田
門
同
巾
問
己
]
同
岳
山
デ
「
法
範
か
ら
法
が
ひ
き
だ
さ
れ

る
の
で
は
な
く
て
、
現
に
存
在
す
る
法
か
ら
法
範
が
生
ず
る
の
で
あ
る

(
柴
田
光
蔵
『
ロ

1
7
法
の
基
礎
知
識
』
(
一
九
七
六
年
)
六
九
頁
)
」
)
。
判

定
義

l
定
義

L
O
E
E
E
C

は
準
則
月
間
口
町
(
刷
)
の
一
例
に
他
な
ら
な

い
。
た
だ
し
ロ

1
マ
人
が
概
念
規
定
を
行
う
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る

Q
2・

0
・印
0
・
H寸
-
M
C
M

。
自
己
目

ι同町
g
E
o
E
5
2
2
2
2
目
見
江
口
三
0
8
2ご

官

2
5
(
H
R
Z
B
J
巾由円。口一

F

E

ロ
Oロ
田
口
「
〈
巾
門
口
市
ogoH・
「
市
民
法

に
お
け
る
す
べ
て
の
定
義
は
危
険
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
覆
さ
れ

な
い
こ
と
は
ま
れ
だ
か
ら
で
あ
る
〔
柴
田
同
書
六
六
|
六
七
頁
参
照
〉
」
〉
。

ロ
l

マ
人
は
〔
定
義
よ
り
も
〕
彼
ら
の
あ
ら
ゆ
る
法
発
見
の
出
発
点
で
あ

る
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
中
に
基
準
を
求
め
た
。

(
部
)
前
註
の
糾
と
の
関
連
で
ア
ン
ジ
エ
リ
l

一
一
は
、
巴
司
・
巴
-
P
U咽
H

-v
円
・
(
註
日
〉
に
お
い
て
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス

(
C
8
・
〉
が
そ
こ
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
定
義
を
行
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
と
し
て
、
カ
l
ザ
1
論
文
の
本
個

所
(
∞
-
E
)
を
引
用
し
て
い
る
(
〉
口
問
。
ロ
ロ
「
円
y
H
E・ロ

E
-
た
だ
し

ク
ア
ド
ラ

I
ト
は
、
ア
ン
ジ
エ
リ
l

ニ
の
こ
の
理
解
に
は
反
対
で
あ
る

(
m
-
C
Z
E
g
g
-
ロ
ω
い
L
官
叩
宮
内
同
四
円
FEN-cロ
ぬ
含

2言。
g
H巳
-

D
1・
c
f
c
N
O
(
H
2
6・
-
u
-
M
E凶

NNSU。
な
お
本
稿
で
は
検
討
し

え
な
か
っ
た
が
、
定
義
念
出
三
門
戸
O

と
の
関
連
で

d
q・
。
・
ω
・
臼
w

y
H
を
引
く
も
の
と
し
て
岡
山
・
冨
白
2
r
F
F叩
忌
『
E
E
O
E
内笠

間口同即日早

Z
B
E
r
g
s
-
同v
・
8
p
c
s・
o-ω
・
ωト
日
を
引
く
も
の
と

し
て
の
-HUZ由民
g
p
v
.
2
H
S口
。
自
国
白
色
町
-
Eユ
円
円
。
江
田
℃
白
押
さ
陪
間
口
曲
目
耳
目

伊
ロ
。
B
巾
巳
巾
〈
H
L
O
江

8
2日
ロ
ロ
巾
巴
田
区
ロ
ユ
国
間

VE内目。ロ
N
担

3
自
由
ロ
州
「
戸
田

山

WHOHFhwι
。
-ι~
ロ
2
0
ロ
o
-
A己釦吋品。

ι0】
]α凹ロ
-oロ
N町田件。吋
-nr巾・

HU自由・

同y
H吋
臼
が
あ
る
。

(
肝
)
カ
l
ザ
ー
は
∞
-
E
-
〉ロ
g-
誌

で

も

g
Z
2
5
2
を
典
型
的
な

例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
註
幻
で
紹
介
し
た
と
B
E
E円巾
R

の
用
法

ハカ

I
ザ
1
の
主
張
〉
も
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
例
の
一
つ
で
あ
る
。

(
回
)
フ
ィ

1
ヴ
ェ
グ
は
諸
々
の
準
則
詰
問
己
目
白
が
集
め
ら
れ
て
い
る
り
・

8
岨
尽
を
も
っ
て
ト
ポ
イ
の
カ
タ
ロ
グ
で
あ
る
と
す
る
ハ
関
g
2・
ω・
巴
-

前
掲
植
松
訳
(
註
回
)
九
一
lee-
九
三
頁
参
照
)
。

北法33(3・351)939 
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(
的
)
本
個
所
は
す
で
に
守
屋
正
通
「
表
見
的
『
問
題
思
考
』
の
背
理
と
法

実
証
主
義
克
服
の
一
局
面

T
・
フ
ィ

1
ヴ
ェ

l
グ
所
論
の
問
題

i
」
華

頂
短
期
大
学
研
究
紀
要
一
一
一
一
巻
二
九
頁
註
日
に
訳
出
、
紹
介
さ
れ
て
い
る

(
『
:
:
:
ま
た
、
ロ
ー
マ
法
の
主
要
な
努
力
目
標
は
ト
ポ
イ
目
録
で
あ
っ

た
と
す
る
フ
ィ
l
ヴ
ェ

I
グ
の
見
解
に
対
し
、
ヵ
l
ザ
1
(
冨
首
相
内
2
2
)

は
批
判
的
で
あ
る
。
「
一
連
の
命
題
と
概
念
か
ら
法
律
家
た
ち
は
ロ
!
?

法
特
有
の
『
法
形
象
河

R
r
z
b
m
E
Bロ
』
を
抽
き
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
全
体
と
し
て

i
ト
ポ
イ
の
目
録
を
遥
か
に
越
え
て

1
一
一
層
完
全
な
法

的
装
置

(
m
E
Yユ
己
百
円

F
S
F
m
2
E
g
g
s
-
E
B
)
を
構
成
し
、
そ
の

諸
部
分
は
数
が
揃
っ
て
お
り
、
か
つ
円
滑
に
噛
み
合
っ
て
い
た
c

そ
れ

故
、
体
系
へ
の
努
力
が
そ
の
茄
芽
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
た
。
」
も
し

カ
1
ザ
ー
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
ト
ポ
イ
目
録
は
問
題
思
考
の
方
法
論
的

指
標
な
い
し

F
E
B
R
r
と
し
て
の
意
義
を
著
し
く
減
殺
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
と
は
い
え
カ
l
ザ
ー
も
シ
ュ
ル
ツ
〈
司
1
5
ω
n
y己
N
)
も、

H
O間
三

国

の
方
法
論
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
抽
象
的
方
法
で
は
な
く
、
決
疑
的
方
法

で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る

0
5。

(
叩
)
カ
l
ザ
l
は
「
内
的
体
系

2
5
5凹

ω苫
広
告
」
と
は
「
個
々
の
諸

命
題
や
諸
概
念
が
完
全
に
相
互
に
調
和
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
あ
る
一
定
の
究

極
的
な
諸
々
の
一
般
観
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
」
よ
う
な
体
系
の
こ
と
で

あ
る
と
し
(
∞
・
印
也
、
古
代
ロ

l

マ
法
に
は
欠
け
て
い
た
と
い
う

(ω
・

芯
さ
ら
に
河
司

H
N
F
ω
-
H
g・
5
3
0
そ
の
理
由
は
、
ロ
ー
マ
法
に
は
右

の
よ
う
な
一
般
概
念
(
た
と
え
ば
「
法
律
行
為
」
「
意
思
表
示
」
「
権
利
能

力
」
な
ど
〉
が
欠
け
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
思
考
形
態
は
よ
う
や
〈
近
世
に

な
っ
て
全
く
異
な
る
基
盤
の
上
に
現
わ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

(ω
・

叶
日
)
。た
だ
し
ラ
i
レ
ン
ツ
〈
同
-
F
R
S
F
F向
m
p
c
p巳
各
日
仏
2
H
N
o
n
r
g
j

i
g
s回
忌
阻
止
w

品
・
〉
ロ
ロ

-
H
S由
〉
に
よ
れ
ば
、
「
内
的
体
系
」
と
は

「
種
々
の
段
階
に
お
け
る
具
体
化
烈
S
F
2
E
2
5四
を
必
要
と
す
る

法
原
理
お
よ
び
そ
の
下
部
原
理
を
構
成
要
素
と
す
る
体
系
」
の
こ
と
で
あ

る

(ω
‘
ι
S
1
8
3
0
そ
し
て
彼
は
「
内
的
体
系
」
の
特
徴
と
し
て
①
(
諸

原
理
の
〉
一
定
の
内
的
序
列
の
存
在
、
②
同
等
の
価
値
を
有
す
る
諸
原
理

の
、
種
々
の
具
体
化
段
階
に
お
け
る
、
予
め
想
定
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な

い
相
互
作
用
〔
の
存
在
〕
と
を
挙
げ

3
・
念
。
〉
、
さ
ら
に
「
内
的
体
系
は

:
・
新
た
な
原
理
の
発
見
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
『
閲

か
れ
た
体
系
』
で
あ
る
」
と
し
て
い
る

(ω-hqc。

(
m
U

〉
「
内
的
連
関
宮
口

2
2
N己
g
B
B
S
E口
問
」
と
も
い
わ
れ
る
(
『
・
:

:
ロ
ー
マ
人
は
す
で
に
早
く
か
ら
多
様
な
法
形
象
聞
の
内
的
連
関
を
獲
得

し
て
い
た
こ
と
を
再
び
思
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
る
。
個
々
の
事
案
の
解
決

や
そ
こ
か
ら
発
展
さ
せ
ら
れ
た
諸
命
題
・
諸
概
念
は
、
矛
盾
や
欠
陥
が
全

く
存
在
し
な
い
ほ
ど
に
ま
で
相
互
に
い
っ
そ
う
綿
密
に
調
和
さ
せ
ら
れ

た
。
相
互
に
類
似
し
た
制
度
l
た
と
え
ば
、
役
権
問
巾
ミ
吉
田
国
と
用
益
権

5
5
F
E
n
Z明
、
委
任
白
血
口
含
E
B
と
事
務
管
理
ロ

m
m
2
5
2日
間
2
2
0
1

は
、
そ
の
類
似
の
中
に
並
べ
〔
置
か
れ
て
〕
考
察
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
よ

う
な
対
置
(
司
忠
弘

rr)
は
、
実
際
上
の
不
都
合
が
生
じ
る
ほ
ど
ま
で
に

過
度
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
』

(ω
芯
》
。

〈m
出
)
筆
者
は
、
法
学
者
に
よ
る
調
整
(
〉

Z円
FEES-m)
作
業
を
、
カ
-
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ザ
ー
が
対
照
的
に
叙
述
し
て
い
る

(ω
・
2
・
U-ω
同
・
)
川
と
出
と
を
媒
介
す

る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
カ
l
ザ
I
の
叙
述
の
体
裁
に
厳
密
に
従
え

ば
、
法
学
者
に
よ
る
調
整
と
い
う
こ
と
は
凶
の
枠
組
の
中
で
扱
わ
れ
る
べ

き

(ω
・
8
)
で
あ
る
が
、
川
と
凶
と
の
関
連
(
さ
ら
に
い
え
ば
川
と
凶
と

が
同
時
に
実
現
さ
れ
る
具
体
的
局
面
〉
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
右
の
よ

う
な
形
で
整
理
し
て
み
た
。

ハ
回
)
ロ
!
?
の
法
学
者
間
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
カ

I
ザ
ー
が
挙
げ
る

(∞
-U1ιHW
〉
ロ
ヨ
-
H
O
由
一
)
〉
・
∞
・

ω
n
r唱
R
P
U
S
Z
Z
Z
仲間。同
Nonr
円仏
2

円U
5
2
n
Zロ
宮
崎
広
丹
市
p
m，出口
Z
・
ω
ロ
rz-N
戸
芯
印
Y
M
B
R・
の
他
、

穴
曲
目
巾

F
N
R
ζ
2
r
o
ι
0
}
O四
一

町

仏

巾

円

吋

昨

日

2
n
F
E
河

m
n
r
g
宮市

--gl

r
a
n
y
g
m
-
5
3・
ω・
5
1お
を
参
照
。

(
倒
〉
「
調
整
」
を
可
能
に
し
た
も
の
は
単
な
る
法
学
者
の
論
争
だ
け
で
は

な
い
。
カ
l
ザ
ー
が
再
三
強
調
す
る
と
こ
ろ
の
、
実
際
感
覚
と
豊
富
な
経

験
と
に
裏
打
ち
き
れ
た
「
(
法
的
)
直
観
」

3
・2
R
U
も
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
正
面
か
ら
扱
う
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。

(
田
川
)
告
示
解
釈
に
お
け
る
同
様
の
類
推
を
示
し
て
い
る
の
が
③
法
文
で
あ

り
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
類
推
の
結
果
を
プ
ロ
ク
ラ
i
ト
ル
概
念
の
解
釈

と
い
う
形
で
吟
味
し
て
い
る
の
が
、
従
来
有
on
・
己
ロ
ケ
円
・
関
連
法
文
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
(
一
二
)
の
う
ち
の
②
④
⑥
⑧
⑨
法
文
公
四
〉

参
照
)
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
受
任
者
で
あ
れ
ば
常
に

プ
ロ
ク
ラ
l
ト
ル
と
い
え
る
と
い
う
よ
う
に
直
結
す
る
の
で
は
な
く
て
、

と
に
か
く
各
場
合
ご
と
に
吟
味
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
部
)
筆
者
は
、
「
内
的
体
系
」
(
註
叩
)
を
欠
く
ロ

1
7
の
法
秩
序
に
あ
っ

て
、
類
推
を
適
切
な
も
の
に
す
る
た
め
の
吟
味
の
機
会
を
提
供
し
た
の
も

法
学
者
の
論
争
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
。

ハm
む
本
稿
は
筆
者
の
修
士
論
文
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
修
士
論

文
の
準
備
段
階
で
は
、
ヵ
l
ザ
l
の
い
う
「
内
的
体
系
性
」
「
内
的
連
関
」

の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
た
め
に
カ
l
ザ
i
自
身
が
挙
げ
る
具
体
例

(註
m
む
の
う
ち
の
委
任
と
事
務
管
理
の
関
係
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
を

考
え
た
。
し
か
し
、
ヵ
l
ザ
l
の
い
う
「
内
的
体
系
性
」
の
意
味
と
そ
の

具
体
例
を
筆
者
な
り
に
求
め
た
結
果
は
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
カ
l
ザ
ー
が
挙
げ
る
具
体
例
の
意
味
す
る
も
の
は

筆
者
に
と
っ
て
は
依
然
と
し
て
不
明
で
あ
る
。

〔
開
)
こ
の
点
に
関
し
、
司
・
∞
口
rz-N-
同M江口
n
G
r
o『
河
c
g
S
F
S
F

5
8・匂
-
S・
切
出
品
目
白
ロ
《
了
W

Y
両ロ
Z
E
F
M
N
O
B
S
F同
4

若
宮
内
山

{
U
o
g
g
oロ

戸
田
君

Lugu
匂
-
5
r
申
i
H
O

参
照
。

た
だ
し
カ
l
ザ

1
3
4
3
)は
、
古
代
ロ

l

マ
法
と
今
日
の
英
米
法
と
の

違
い
と
し
て
、
川
前
者
は
解
答
や
著
作
に
よ
る
法
学
者
の
意
見
表
明
を
基

礎
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
後
者
は
厳
密
な
意
味
で
の
判
例
法
で
あ
る
こ

と
、
出
前
者
に
お
い
て
は
法
学
者
の
見
解
の
表
明
が
形
式
的
に
は
裁
判
官

を
拘
束
せ
ず
、
そ
の
見
解
の
権
威
は
内
的
正
当
性
に
も
と
e

つ
い
て
の
み
獲

得
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
先
例
拘
束
公
S
Z
常
口
町
田
町
)
の

原
則
に
よ
り
先
例
が
形
式
的
に
拘
束
力
を
有
す
る
法
源
で
あ
る
こ
と
(
た

だ
し

ω・
3
・
〉
ロ
B
'
H
O
S

を
挙
げ
て
い
る
。

(
凹
〉
こ
の
点
に
つ
き
、
五
十
嵐
清
『
比
較
法
入
門
』

(
一
九
七
二
年
〉
一

北法33(3・353)941 
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O
三
l
一
二
二
頁
(
と
く
に
一
二

O
頁
以
下
)
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト

H

ケ

ッ
ツ
〈
大
木
雅
夫
訳
)
『
比
較
法
概
論
』
原
論
下
(
一
九
七
四
年
)
四
八

一
l
五
O
六
頁
(
と
く
に
五

O
ニ
頁
以
下
)
参
照
。

(
別
)
北
川
善
太
郎
『
日
本
法
学
の
歴
史
と
理
論
』
(
一
九
七
五
年
〉
二
八

一
一
一
|
二
八
四
頁
、
磯
村
哲
編
『
現
代
法
学
講
義
』
(
一
九
七
八
年
)
一
一
六

頁
参
照
。
な
お
、
ラ
l
レ

γ
ツ
の
場
合
に
つ
き
、
さ
し
あ
た
り
註
叩
参

照。
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Uber die Methode der romischen Rechtswissen-

schaft 
一一-EinStreit der Romer uber den sogenannten procurator 

UlllUS rel-一一

Satoru SERIZAWA* 

1. Zur Einfuhrung: Ein Streit der Romer (Ulp. D. 3， 3， 1，1) 

n. Heutiger Forschungsstand uber den sog. procurator unius rei 
m. Einige auf den proc. uni. r .betreffende RechtssteIlen 
N. Einige Betrachtungen 

V. Abschliesende Bemerkungen zur Methode der (rδmischen) 

Rech tswissenschaft 

Ulpian berichtet uns uber einen Streit (D. 3，3， 1，1). Nach den 

bisherigen Auffassungen handle es sich dabei um den sog.pror.uni. 

r.. Dabei ist es immer in den alteren Meinungen vorausgesetzt， 

das der proc. uni. r. als ein Rechtsinstitut sein festes Dasein ge-

wonnen hatte， zu schweigen von den eventuellen Interporationen. 

Einige der Forschenden haben diese Voraussetzung neuestens unter 

den Zweifel gezogen. Bei der Untersuchung der den sog. proc. uni. 

r. betreffenden Stellen ist der Verfasser zum folgenden Ergebnis 

gekommen: es handle sich in Ulp. D. 3， 3， 1， 1 darum， ob der 

blose Mandatar auch unter dem "procurator“-Begriff im Edikt ver-

standen werden sollte. Mir scheint der procurator uni. r. als Rechts-

institut zur Zeit des Streites noch nicht entstanden zu sein， wenn er 

uberhaupt erst im Laufe der spateren Zeit als solches entstanden 

Ware. 

M. Kaser hat die Eigenschaft der rるmisch-juristischenTatigkeit 

* Doktorand an der juristischen Fakultat der Hokkaido-Universitat 
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darin gesehen， die "beweglichen“Rechtsbegriffe wie -satze abzustim-

men und den "inneren Zusammenhang“， namlich die Lucken-wie 

Widerspruchslosigkeit zu erreichen. Das， was die moderne Rechts-

methodik unter dem Schlagwort vom "offenen System“verstehen 

wurde， ware in Wahrheit nichts anders als diese Eigenschaft. 1n 

diesem Sinne konnte die rりmischeRechtswissenschaft in der neuen 

methodologischen Erkenntnis auch ihre Klassizitat behaupten. Die 

Auseinandersetzung der Romer um den sog. proc. uni. r.， die hier 

in dieser Arbeit vorgestellt ist， zeigt uns mit dem Beispiel an den 

Begriffen von Prokurator und Mandatar anschaulich， wie die Rるmer

die Abstimmung unter den Rechtsbegriffen wie -satzen erreicht ha-

ben. So kるnntediese kleine rechtshistorische Studie auch fur die 

gegenwartige praktische Rechtswissenschaft seinen winzigen Beitrag 

leisten. 
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